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第 1章 タイズ女子教育改善計画第二次事前評価調査背景と調査の概要 

１． 調査背景 

（１） イエメン共和国概要 

イエメン共和国は、アラビア半島の南西端部に位置し、国土面積は約 52 万 8 千 k ㎡で、北側

はサウディアラビアと東側はオマーンと国境を接し、西側は紅海、南側はアデン湾に面している。

地形は標高 2,000ｍ以上の山岳地帯から紅海の沿岸、砂漠地帯まで多様で、気温や降雨量にも地

域により大きな差が見られる。2003 年の推計人口は 2,357 万人（女性 1,014.7 万人：49.85％）で、

このうち農村部人口が 73.5％を占めると推計されている1。主な産業は、石油のほか、農林水産

業、製造業、観光業、サービス業（レストラン・ホテル、運輸・通信、等）で、2003 年の石油

以外の産業が占める国内総生産（GDP）は 24％であった2。 
 

（２）イエメンの社会・経済状況 

イエメンは 1990 年 5 月の南北統一後、新政権による国家統一への努力が続けられたが、異な

る社会・経済的背景を持つ国の統一は困難なプロセスであった。また、1990 年の第 2 次湾岸戦

争により、湾岸諸国に出稼ぎに出かけていた 80 万人に及ぶイエメン人が帰国したことと外国支

援が中止されたことにより大きな経済的打撃を受けた3。また、1994 年の内戦により南部地域は

大きな被害を受けた。1990 年に＄707 あった石油以外の国民一人当たりの総生産は 1996 年には

＄360 まで落ち込んだ4。高いインフレ率と失業率も引き起こし、1995 年には世銀と IMF による

構造調整政策（SAP）が導入され、第 1 次 5 か年計画が策定された。また世銀による経行財政改

革（EFARP）が進められた。 
世銀・IMF による SAP 導入により、インフレの解消や外貨レートの安定は図られたものの、

国民の貧困状況は改善されず、むしろ貧困層への負担を増大させる結果となった。1998 年の家

計調査（HBS：Household Budget Surveys）によると、貧困ライン（食糧による）以下人口は全人

口の 17.6%を占め、41.8％が食糧や生活用品を手に入れることが出来ないとされている。また、

貧困人口の 83％が農村部に集中し、農村人口の 45％が貧困だとされている（都市人口に占める

貧困人口は 30.8％）。PRSP（貧困削減戦略ペーパー：2002-2004）によると、貧困人口の 50％が

タイズ州（全貧困人口の 18.7%）、イッブ州（同 16.2%）、サナア州（同 11.9％）、ホデイダ州（同

10.2％）に集中している。特にタイズ州は人口の 56％が貧困状況にあるとされ、以下イッブ州（同

55％）、アビアン州（同 53％）が続く。HBS によると、貧困の主な原因は失業よりむしろ家族サ

イズが大きく影響しており、貧困者の平均家族サイズは平均の 7.1 人より 1 人以上多い 8.2 人で

ある。また、UNDP による人間開発指標報告書では、貧困は、所得や食糧以外の出生率、幼児死

亡率、妊産婦死亡率、非識字率、基礎・中等教育の就学率、保健施設へのアクセス、安全な水へ

のアクセス、電気へのアクセス、等の指標により測られるが、｢UNDP 人間開発指標報告書 2002｣
で、イエメンは 162 か国中 133 番目に位置付けられている。 

 

 

                                                  
1 Central Statistical Organ, Ministry of Plan. & Inter. Coop., June 2004. Statistical Year Book 2003, CSO, MoPIC, Sanaa. 
2 Ministry of Plan . & Inter. Coop., 2004. Poverty Reduction Strategy Annual Progress Report for 2003, MoPIC, Sanaa. 
3 ibid. 
4 ibid. 
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（３）政府による貧困削減政策 

深刻な貧困状況を受けて、イエメン政府は貧困削減、特に人的資源開発へのコミットを高め、

第 2 次 5 か年計画（2001-2005）及び PRSP（2002-2004）の中に反映させている。PRSP には、イ

エメンの貧困の原因として、①経済成長の度合いや特徴に伴う所得の減少、②高い人口増加率と

人的資源開発及びインフラ整備の遅れ、③社会保護の未整備、があげられている。対策として、

①経済成長の達成、②人的資源開発、③インフラ整備、④社会保護の確立、があげられ、貧困削

減への市民社会の参画も重要視されている。具体的な数値目標は、①2005 年に貧困を 35.9％に

減らす（GDP の 4.7％増で達成可能、ただし石油以外のセクターの成長率により、一人当たり

GDP が年平均 6.3％増により可能）、②2005 年までに人口増加率を 3％に下げる、の 2 点が主要

ポイントである。その他セクター毎の目標値が設定してある。 
現在、第 2 次 PRSP（2005-2007）作成に向けて、管轄の計画・国際協力省が中心となって 8

分野のタスクチームを編成し、ニーズアセスメントがなされている。8 分野は、①経済、②イン

フラ、③教育、④保健、⑤環境と水資源、のテーマ別の 5 分野と、⑥地方分権化、⑦ジェンダー、

⑧市民参画、のクロスカッティングイシューの 3 分野である。 

 

（４）イエメンの教育状況・就学状況 

イエメンの貧困削減及び社会・経済開発にはそれを導く人的資源が不可欠であるが、PRSP で

は、高い人口増加率（3.6％/年）により貧困が引き起こされ、非識字率や就学率とも大きく影響

し合っていると分析されている。2003 年現在、10 歳以上の人口の 47％が非識字で、女性の非識

字率は 67.1%にのぼる5。また、2003 年の基礎教育の就学率は増加しているものの 67％、女子の

就学率は 53.7％に留まっている6。男女格差に加え、地域格差も著しく（都市部の就学率 80%に

対し農村部は 38%7）、農村部の女子の就学率は格段に低いと推定される。また基礎教育の平均中

退率は 8％、落第留年率は 11％、基礎教育 9 年を終了するのに平均 15 年かかるとされる8。この

内部効率の悪さにより、特に貧困層の親は娘の基礎教育修了まで教育費を投資することはできず、

女子の中途退学率が上がり結果就学率も下がる悪循環を招いている。 
 

（５）イエメン政府による教育分野の取り組み 

 イエメン政府は、教育法（General Education Law）において教育を全国民の基本的人権として

保障し、全国民に質の高い基礎教育を供給することを国家の義務としている9。2000 年には教育

予算は全体予算の約 18％、GDP の約 5％が計上されている。また、2001 年に策定された第 2 次

5 か年計画（2001-2005）において、人的資源開発が最優先課題に掲げられ、非識字者の識字化、

特に女子の教育の改善が急務とされた。2025 年までに非識字率を 10％以下に下げる目標を設定

し、具体的には、基礎教育の就学率向上、特に女子の中途退学の軽減、成人教育の拡充が課題と

してあげられている。しかし実際には非識字削減・成人教育促進プログラムは予算不足により教

員を思うように傭上できず、ボランティア教員に頼っているのが現状である。教育省は 2002 年

                                                  
5 Central Statistical Organ, Ministry of Plan. & Inter. Coop., June 2004. Statistical Year Book 2003, CSO, MoPIC, Sanaa. 
6 Ministry of Plan . & Inter. Coop., 2004. Poverty Reduction Strategy Annual Progress Report for 2003, MoPIC, Sanaa. 
7 Ministry of Plan . & Inter. Coop., 2002. Poverty Reduction Strategy Paper 2002-2004, MoPIC, Sanaa. 
8 Ibid. 
9 Ministry of Education, 2002. National Strategy for Development of Basic Education in the Republic of Yemen 2003-2015, 
MoE, Sanaa. 
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に教育分野における戦略計画となる BEDS（Basic Education Development Strategy）を策定し、全

体戦略、ビジョンのほかに具体的な課題として、①教員養成、②学校運営、③カリキュラム、④

教育資金、⑤女子教育、⑥学校施設、⑦地方分権化、⑧地域コミュニティの参加、に関する問題

分析、対策、目標をあげている。 

 イエメン政府の努力及び FTI（Fast Track Initiative)を含むドナーの支援により就学率等で一定

の改善は図られているものの、｢全ての人に教育を｣（EFA：Education for All）及び BEDS や MDGs
（ミレニアム開発目標）の目標である｢2015 年までに 6 歳から 14 歳のイエメン人の基礎教育完

全就学｣は、特に未だ就学率が 55％に満たない女子の状況を考慮すると、困難な状況にある。ま

た BEDS の実施もナショナルレベルに限られ、地方レベルにまで浸透・波及していないのが現

状である。 

 

（６）日本政府への支援要請 

 これらの状況下、イエメン政府から日本政府に対して無償資金協力による学校建設に加えて、

技術協力の要請がなされた。国際協力機構（JICA）より 2003 年 10 月に実施されたプロジェク

ト形成調査で、地方における教育行政の能力向上とそれを通した女子の就学向上の必要性が確認

され、技術協力の実施が決定された。この決定を受けて、2004 年 9 月に実施された第一次事前

評価調査で、対象州にタイズが決定され、教育行政の能力向上のみならず、女子就学向上に直接

裨益するアプローチとしてコミュニティ参加促進及びパイロット事業の実施の有効性が検討さ

れた。 

 

２．調査の概要 

（１）担当業務内容 

第一次事前評価調査の結果を受けて、筆者は 2004 年 12 月 17 日から 2005 年 3 月 9 日までの日

程で第二次事前評価調査の女子教育・ジェンダー分野担当のコンサルタントとして JICA よりイ

エメンに派遣された。筆者の主な担当業務は、①女子教育の現状分析、②コミュニティの役割分

析、③教員に関わる諸制度調査、④PCM 実施、PDM 等作成協力、⑤機材等のコスト及び人材の

可能性調査、の 5 点であった。 

 

（２）調査内容 

 上記担当業務に関して、主要 3 項目について下記の通り調査のポイントをまとめ、教育省

（MoE）、タイズ州教育事務所（GEO）、ドナー及び学校関係者への聞き取り調査を行うと共に、

関連資料からも現状の把握を図り分析を行った。 

＜女子教育の現状分析＞ 

① イエメンの女性の置かれた状況 

② ジェンダーによる女性の教育機会参加への影響 

③ イエメン政府によるジェンダー政策の方針 

④ ジェンダー政策の中での女子教育の位置付け 

⑤ 政府による女子教育促進のための組織・制度の対策 

⑥ タイズ州の教育統計・データからの女子教育の現状 

⑦ フィールド調査を通した女子就学制約条件 
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⑧ ドナーの支援内容、アプローチ 

⑨ JICA 案件で女子就学促進に効果的だと考えられる対策とアプローチ 

⑩ 案件実施の上で留意する事項 

 

＜コミュニティの役割分析＞ 

① 女子教育促進に対するコミュニティ（生徒の保護者）の役割 

② イエメン政府の方針 

③ 政府内の組織・制度の整備状況 

④ フィールド調査による教員及び住民自身のコミュニティの役割意識 

⑤ コミュニティの参加の制約条件 

⑥ ドナーの支援内容、アプローチ 

⑦ JICA 案件で効果的だと考えられるコミュニティ参加促進の対策とアプローチ 

⑧ 案件実施の上で留意する事項 

 

＜教員の関わる諸制度＞ 

① 教員養成制度 

② 教員の採用、配置状況 

③ 特に女性の遠隔地の促成教員の採用可能性 

④ 教員対象のインサービストレーニング 

⑤ 教員研修に関する国家基準整備状況 

 

上記を基にした調査報告は、以下の第 2 章、第 3 章、第 4 章の通りである。 

 

 

第２章 イエメンの女子教育・ジェンダー事情 

１． イエメンのジェンダー状況 

（１）憲法上の女性の権利と現実 

 イエメンは、1994 年公布の憲法により男女の法の下の平等が保障され、イスラム法典でも同

様に男女の平等の権利と男女差別に対する市民の責任が謳われている。憲法第 31 条には「女性

は男性のきょうだいであり、イスラム法典及び憲法により保障し、指導さられた権利と責任を持

つ」と謳われており、これにより各法律間の矛盾を避け、イスラム法典の規範における一貫性を

欠いた誤った解釈を撤回している10。同様に、選挙法では、女性の選挙権、被選挙権が保障され、

労働法では公務員の雇用、給料、昇進、休暇等の福利厚生における男女の完全な平等が保障され、

教育法でも男女が平等にその関心と能力に応じて教育を受ける権利を有し、教育機会から平等に

便益を受けることが保障されている。 
 法律で保障された女性の権利に反し、実際は、女性に与えられたアクセスと機会は限られ、結

果あらゆる側面において男女の格差が著しい。2003 年発表の UNDP による GDI（ジェンダー開

                                                  
10 Women National Committee, Dec. 1999. National report on the Implementation Level of the Convention on 
Elimination of All Forms of discrimination Against Women, WNC, Sanaa. 
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発指数）は、男女の平均寿命、成人識字率、初、中、高等教育総就学率、推定勤労所得から割り

出され、イエメンは 146 か国中 127 番目に位置付けられている（HDI：人間開発指標は 175 か国

中 148 番目）。また、女性の国会議席数、女性の議員数、高官数、管理職数、女性の専門職と技

術職数、女性の男性に対する推定勤労所得費により割り出される GEM（ジェンダー・エンパワ

ーメント指数）はデータのある国が限られ 70 か国中 70 番目に位置付けられている。 
イエメンでは、伝統、社会・文化的価値観から、女性は男性に劣る存在として認識され、多く

の意思決定権は男性に与えられ、女性は男性に従い保護されるべきとされてきた。また、社会規

範により、女性には移動の自由や男性が多く集う公的な場への出現が抑えられ、結果教育や雇用

の機会を諦めざるを得ず、男性にその機会がより優先されてきた。また伝統的、ステレオタイプ

的な考えから、女性には一貫して母親及び家事を含む再生産労働者としてのジェンダー役割が期

待され、結果女性の社会進出が殆ど進んでいない。この悪循環により、経済的自立を果たせてい

ない多くの女性はマージナライズ化、女性の貧困感化への脆弱性を持ち、女性のエンパワーメン

トが急務となっている。 
 

（２）教育 

教育分野におけるジェンダー格差は、第 1 章でも述べたとおり、10 歳以上の男性の非識字率

が 27.3％であるのに対し、女性の非識字率は 67.1％、また農村部の女性のそれは 75.7％と高い。

基礎教育の就学率は男子の 80.3％に対し女子は 53.7％と低い。男女格差は実に 26.6 ポイントで

ある。2002 年の中等教育における男子の総就学率 60.3％に対し、女子の総就学率は 22.5％であ

る11。2000 年の基礎教育、中等教育、高等教育における男子に対する女子生徒数の割合はそれぞ

れ 55.7％、36.6％、32.3％と格差が著しい12。教育を受ける環境として、伝統的な考え方から男

女別々が理想とされ、年齢があがるにつれ女子校、女性教員のニーズが高まるが、都市部の 60％、

農村部の 80％は共学校で、女性教員は都市部で 52％、農村部では 8.6％に過ぎない13。 
 

（３）保健・健康 

 保健分野のジェンダー状況は、非常に高い女性の特殊合計出生数及び妊産婦死亡率（MMR）
に代表される通り深刻である。特殊合計出生数は 6.7、MMR は 10 万出生につき 351（2000 年）

で、出産時医療ケアーを受けることが出来た女性は全体の 34％のみである14。MMR が高い要因

としては医療施設へのアクセスの問題もあるが、早期婚により若年齢での出産（10 代半ば）、間

隔をあけない連続した出産が大きく影響していると考えられる。家族計画を含むリプロ・ヘルス

の普及は非識字率や就学率の問題と連結して、あまり進んでいない。近代的な家族計画（避妊）

を実施している割合は農村部で 9.2％、都市部で 27％、全体では 13.4％にしか過ぎない15。また

沿岸部に限られるが、FGM（女性の性器切除）が行われており、あらゆる泌尿系、婦人系の病

気の併発のほか精神的ダメージも起こしている。 

                                                  
11 Women National Committee, Jan. 2005. Needs Assessment of Gender Equality and the Millennium Development Goals: the 
Case of Yemen (draft), WNC, Sanaa. 
12 UNDP, Dec. 2003. Millennium Development Goals Progress report for Yemen 2003, UNDP, Sanaa. 
13 Women National Committee, Jan. 2005. Needs Assessment of Gender Equality and the Millennium Development Goals: the 
Case of Yemen (draft), WNC, Sanaa. 
14 UNDP, Dec. 2003. Millennium Development Goals Progress report for Yemen 2003, UNDP, Sanaa. 
15 Central Statistical Organ, Ministry of Plan. & Inter. Coop., June 2004. Statistical Year Book 2003, CSO, MoPIC, Sanaa. 
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（４）HIV/AIDS 
HIV/AIDS は 2000 年に 874 の AIDS 患者が報告されているが、外国人とイエメン人の割合がそ

れぞれ 55.5％、44.5％、男性の割合と女性の割合がそれぞれ 77％、23％だった16。HIV 感染の主

要原因のひとつが輸血による感染と言われており、出産等で輸血の可能性の高い女性は HIV の

ほか、B 型肝炎、C 型肝炎等への感染に脆弱である。女性に性の意思決定権（リプロ・ライツ）

が与えられていないことから、出産の負担のみならず HIV も含めた STD（性感染症）の危険に

さらされている。 
 

（５）経済 

 経済分野におけるジェンダー格差は非常に大きく、人口の半数を占める女性の多くが経済活動

に参画していない。これを社会・経済開発の遅れの要因として、PRSP では女性の経済活動参画

を示唆している。女性の労働参加率は、男性の 69.9％に対し 21.8％と著しく低い。1999 年の労

働調査（LFS：Labor Force Survey）によると、女性労働者の業種別内訳は農業 87.8%、工業 2.8%、

建設 0.2%、貿易 1.4%、運輸 7.0％、その他のサービス 0.7％、雇用タイプ別内訳は 62.2％が無給

の仕事（特に農業）、13.8％が有給の仕事、24％が自営業で、農業分野で働く女性の 72％は無給

で働いている。これは、農村部では女性が農業の担い手でありながら男性の補助役としての認識

が強く、また販売は男性の役割であるため農業で得た収入は男性が管理し、農業に関する意思決

定は男性が主にするため女性の役割が可視されないことによる。また、LFS によると、男女間の

給与格差も大きく、どの分野においても女性の給与は男性の 62％程度で、管理部門は格差が最

も少なく男性の 84％、農業が 75％、サービス・営業は 36％のみである。UNDP の GEM による

と、女性の専門職及び技術職における割合は 15％のみである。 
 

（６）政治及び意思決定への女性の参画 

 意思決定レベルのジェンダー格差も大きく、特に国会議員に占める女性の割合は極端に少ない。

何より問題なのが、政党から女性議員候補者に対する推薦が得られないことで、1993 年は 41 人

の立候補者中 17 人のみ、1997 年は 17 人の立候補者中 8 人のみ、そして 2003 年は 11 人中 5 人

のみ推薦が得られた。2003 年の与党推薦女性候補者は 1 人のみだった。一方、女性の選挙者数

は 1993 年には全選挙者中 15％だったのが 1997 年には 37％に、また 2003 人には 42％に増加し

たにもかかわらず、被選挙人としての女性候補者数は減少している。また 301 議席中、1993 年、

1997 年と選挙により選出された女性国会議員は 2 人、2003 年は 1 人に減った。このほか、イエ

メンの女性議員数は人権大臣の 1 人で、6 人の次官、97 人の Director General に限られている。

イエメンでは女性が意思決定段階に参画することが女性の権利として未だ一般的に認識されて

おらず、また公的な場に女性が出現することに対する抵抗も未だあると思われ、それが選挙結果

や大臣数に反映していると考えられる。 
 

 

 

 

                                                  
16 ibid. 
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表：これまでの国会議員選挙の男性・女性候補者数 

男性 % 女性 % 男性 % 女性 % 男性 % 女性 %
政党推薦 1,198 98.6% 17 1.4% 717 98.9% 8 1.1% 901 99.4% 5 0.6%
無所属 1,942 98.8% 24 1.2% 1,435 99.4% 9 0.6% 406 98.5% 6 1.5%
合計 3,140 98.7% 41 1.3% 2,170 99.2% 17 0.8% 1,307 99.2% 11 0.8%

1993年 2003年1997年

 
出所：NWC, Jan. 2005. Needs Assessment of Gender Equality and the Millennium development Goals: the Case of 

Yemen 

表：これまでの国会選挙の男女別選出者数 

年 女性 男性 合計
1993 2 299 301
1997 2 299 301
2003 1 300 301  

出所：NWC, Jan. 2005. Needs Assessment of Gender Equality and the Millennium development Goals: the Case of 

Yemen 

 
（７）法的保護 

 憲法や主要な法律で女性には男性と平等の権利が保障されながら、各種法律で矛盾した条項が

見られるのが現実である。国籍法において、イエメン人男性と外国人女性の間に生まれた子供に

はイエメン国籍が認められているが、イエメン人女性と外国人男性による結婚により生まれた子

供の国籍にはイエメン国籍が認められていなかった（法の改正済み）17。また、同様にイエメン

人男性と結婚した外国人女性には自動的に 5 年間の定住権が認められるが、逆のケースの場合は

2 年間しか認められていない18。この他、日常生活の上で、例えば女性がパスポートを取得する

際に男性の許可が求められたり、男性不在の家庭で女性が子供の出生届けを出そうとしても受け

つけられなかったりと、女性の一人前の大人として扱われない傾向が強い。関連して、農村部で

は土地の所有権は男性にあり、女性が起業家を目指すべく資金を調達しようとしても銀行等は貸

し出さない場合が多い。SFD 等一部の機関や NGO19がマイクロ・クレディット及びセイビング

のプロジェクトを実施しているが、その借り手は圧倒的に男性で、周囲特に男性から自信をなく

すようなことを言われ、多くの女性は思い留まってしまうようである。また、イエメンではレイ

プ等に対しても不当に女性に姦通罪が適応されており、刑務所の女性、特に妊産婦や乳児を抱え

る女性への処罰の改善も課題となっている。 
 
（８）女性に対する暴力 

 イエメンでも最近女性に対する暴力（DV：肉体的な暴力のみならず精神的な暴力含む）に対

して認識され始めている。しかし、閉鎖された伝統社会において DV は未だ犯罪とは認識されず、

多くの場合は家庭の問題として、実情は明らかになりにくい。OXFAM 支援により WNC（Women 
National Committee）が実施した DV 調査結果によると、フォーカスグループスの女性が答えた

                                                  
17 Women National Committee, Jan. 2005. Needs Assessment of Gender Equality and the Millennium Development Goals: the 
Case of Yemen (draft), WNC, Sanaa. 
18 ibid. 
19 ローカルの NGO で Women Economic Empowerment Association (WEEA) 
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夫婦間のけんかの原因は、①他の妻を持つこと、②貧困、③夫の妻への侮辱、④義理の母、⑤子

沢山、⑥夫がお金を渡さない、であった20。一方彼女たちが答えた DV の原因は、①妻の夫への

経済的依存、②家族、夫の誤った社会意識、③伝統的社会的な考え、であった。一方、コミュニ

ティの代表者の考えは、①妻の非識字により夫に従わない、②妻の教育レベルが高く、妻が男性

のいる公の場に出かけることにより、夫が家族の伝統が壊れると不安になる、③特に貧困家庭の

妻は男性との接触を気にせず、夫はそれを嫌う、であった。 
 
２． 政府のジェンダー平等、ジェンダー主流化への取り組み 

（１）ジェンダー平等に向けた組織の整備 

 イエメンは、1984 年南北統一前に南部によって CEDAW（女子差別撤廃条約）に批准してい

る（ちなみに日本は男女雇用機会均等法成立後の 1986 年批准）。南北統一後、イエメン政府は

CEDAW 批准の撤回を試みたようであるが、国連からは認められなかった経緯があり、CEDAW
に対する政府の取り組みが非積極的で、あまり進捗していない事情がある。とは言え、4 年ごと

に提出が義務付けられている CEDAW の進捗報告書は既に 4 回提出されており（一部未だ CSW：

国連女性の地位委員会から承認されていない）、現在第 5 レポートを作成している。また、1995
年の第 4 回世界女性会議（北京女性会議）には政府代表を 20 数名送り出しており、そこで議決

された北京行動綱領に即し、1996 年に大統領条例を作り、ジェンダー平等推進のナショナルマ

シナリーとして Women National Committee（NWC）を設立している。また、その後 WNC のアド

バイザリー機関として国家最高女性委員会が設置された。北京行動綱領のための活動計画も

2000 年の北京+5（ニューヨーク会議）で発表されており、現在北京+10 の準備がなされている。

また、CEDAW の追加議定書にも既に批准している。 
 

（２） WNC の取り組みと成果 
 WNC は、大統領条例により、ジェンダー平等を推進するナショナルマシナリーとして、その

マンデイトが決められている。主要な役割は、実施機関としてではなく、政策・調整官庁として

関連セクターにおけるジェンダー政策の推進を図ること、及びモニターすること、である21。 
 これまで、NWC は政府のジェンダー平等推進の基本として、2003 年 5 月にジェンダー政策（ジ

ェンダーというタイトルに難色が示され、女性の開発に関する国家政策と変更）を策定している。

この政策の焦点は、①CEDAW 及び北京行動綱領の基本理念の推進・実行、特に男女差別の法律

の改正、②PRSP の全セクターにおけるジェンダー主流化促進、③女性代表者及び女性の政治参

加者の増加促進、④WNC 職員、関連省庁のフォーカルポイント、及び各州の WNC 支部長のジ

ェンダー政策に即した計画及びモニタリング能力の向上及び組織力の強化、である。 

 WNC は既に、上記ジェンダー政策焦点の①に関して、男女差別を含む 20 条項のうち 5 条項

について改定させている。また、②の PRSP におけるジェンダー主流化については、第 2 次 PRSP
策定に向けて計画・国際協力省下に設置されたジェンダーのタスクチームのリーダーとして、そ

の他設置された五つのテーマ別タスクチームの会合に参加し、セクター政策にジェンダーを組み

込むジェンダー主流化に取り掛かっている。またその具体的な活動として、五つのテーマ（教育、

                                                  
20 Dr. Adel Mujahed Al-Sharjabi, ----. Violence against Women in Yemen Social Analysis in light of Gender Theory, WNC, 
Sanaa. 
21 NWC の Deputy Chair からの聞き取り 
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保健、インフラ、環境・水資源、経済）に関してジェンダー・ニーズ・アセスメントの調査を実

施し、結果を第二次 PRSP、第三次 5 か年計画、MDGs（ミレニアム開発目標）に反映させるこ

とを想定している。③に関しては、2003 年の国政選挙終了後に WNC はドナー、NGO と共に、

次期選挙でより多くの女性リーダーが政治に参加できるよう、ネットワークを構築し、ロビー活

動を実施している。政党特に与党政党に対し女性候補者のクオター制度の導入を働きかけ、30％
の提案に対し現在 10％の回答を得ている。 

④に関しては、課題が多く詳細は後述する。成果としては、農林水産省、労働省、社会福祉省、

計画・国際協力省、保健省、人権省等の省内に既に女性関連局（Women Affairs’ Department 等）

が設置され、フォーカルポイントも任命されている。また、農林水産、保健（人口、HIV/AIDS）、
労働、人権においてセクター別ジェンダー政策が作られているほか、計画・国際協力省内の

CSO(Central Statistics Organization)には 1997 年には男女別データを収集する課が設けられ、報告

書も作成されている。教育省内にはフォーカルポイントが置かれていないが（教育大臣からの承

認が得られない）、関連組織による非識字削減・成人教育促進プログラムが実施され、教育省作

成の BEDS（Basic Education Development Strategy）の中に女子教育に関する戦略が組み込まれて

いる。 

その他、WNC はジェンダー平等推進に欠くことのできないネットワーク構築を積極的に実行

している。WNC とメンバーシップを持つ NGO は現在 34 団体、その内より活発な 12 団体と法

的保護、女性に対する暴力絶滅、早期婚反対、に関するアドボカシー活動を展開している。 

 

（３）WNC の課題 
 WNC はオランダ政府及び特に OXFAM からの資金・技術支援を得て、また人権大臣からの協

力を得て活動を実施している。WNC の副委員長によると、オランダ政府による WNC の組織分

析において、WNC の職員及び組織の能力不足が指摘され、その能力向上と組織力効果が提言さ

れたとのことである。 
 WNC がナショナルマシナリーとして担うべき主要役割は、ジェンダー主流化促進と共に、関

連省庁に対するジェンダー平等推進の徹底化とその進捗・成果のモニタリング（監視）にあると

考えられる。そのためには、WNC と関連省庁の関係位置づけを明確化させることとジェンダー

政策に拘束力を持たせる必要がある。つまり、関連省庁に対して、WNC は監督・指導できる位

置づけにあるか、WNC のジェンダー政策は関連省庁が政策・プログラム実施を行う上での基本

と位置づけられているか、が重要になる。現在のところ、どちらも満たしていないと言わざるを

得ない。WNC の作成したジェンダー政策はその焦点から推察すると WNC の活動方針に近く、

結果として拘束力の高い PRSP にジェンダーを組み込む努力をせざるを得なくなっている。また、

WNC のフォーカルポイントを設置することは条例化されておらず、最も協力を持たなければい

けない省庁の 1 つである教育省は独自に女子教育を進めており、WNC と教育省間に協力体制が

しかれていない。WNC はドナーや NGO とのネットワーク構築は果たしているものの、最も重

要な省庁間との調整が取れておらず、ナショナルマシナリーとしての役割は果たしきれておらず、

活動がジェンダーに関心のあるネットワーク内のみで単独に行われている観が否めない。 
 

 

 



 

- 202 - 

３． ジェンダー政策における女子教育 

 WNC が 2003 年に作成したジェンダー政策は、現在 MDGs（ミレニアム開発目標）と整合性

を持たせるため、改定中であり、筆者は内容を確認していない。因みに、イエメンの MDGs に

は 2015 年までの基礎教育完全就学、及び 2005 年までの基礎、中等教育における男女格差是正、

2015 年までに全ての段階での男女格差是正、が掲げられている。 
 WNC の副委員長によると、イエメンのジェンダー政策における女子教育の主要ポイントは、

農村部における女子の就学率の向上、に置いているとのことである。イエメンの状況及び EFA
（Education for All：全ての人に教育を）、MDGs、PRSP 等の設定を考えるとこれ以外のポイント

は考えられないが、ではなぜ女子を就学させるのか。ジェンダー政策にはその原理（rationale）
が必要である。教育を受けることは基本的人権であり、また男女間格差是正は教育機会の公正性

の観点から、女子教育の促進は不可欠である。しかし、人権、権利、公平・公正の視点から、ア

クセスの向上だけを考えるのではなく、教育を受けた女性は何を得て、その女性に社会や国家は

何を期待するのか、の視点から女子教育の促進を考える必要がある。つまり、女性は人口の半分

を構成する男性と同等の市民であり、女性も社会・経済開発を担う責任を負っている。女子教育

促進は、女性の伝統的・ステレオタイプ的な役割を踏襲するための手段としてではなく、教育に

よりエンパワーされ、社会・国家の発展に女性が貢献できるための手段としてあるべきである。

男女が教育を通して相互に尊敬、理解し、社会の一員としてパートナーシップを築き、社会・経

済開発の責任を分かつことによってこそ、女性の社会的地位は上がり、男女平等は達成されると

考えるからである。 
 
４． 教育省の女子教育の取り組み 

（１）女子教育戦略 

 既述の通り、教育省は、1998 年、2001 年に女子教育戦略（Girls’ Education Strategy）を策定し、

最新版は BEDS（Basic Education Development Strategy）に組み込まれている（内容は変わらずデ

ータの更新のみ）。それまで男子主体であった教育政策に対し、大きな男女格差を省みて女子教

育戦略が策定された。女子の教育の普及は国家の経済、社会、文化、政治的発展に重要との認識

に基づき、女子教育促進は社会の投資であり、地域社会がその推進の責任を負っているとしてい

る22。 
 BEDSでは、はじめに基礎教育の拡充に際し克服しなくてはいけない挑戦事項として 9点あげ、

その内 6 点が女子教育に関連している。女子教育関連事項のポイントは、①家庭の収入状況によ

り男子が優先され女子には教育の機会が少ない、②農村部や女性に多い非識字が子供の就学の妨

げになっている、③家族規模の大きさが女子の就学機会の制約になっている、④女子の就学を望

まない家庭が多い、⑤女子の教育は男子の教育ほど重要視されていない、である。 

女子教育の問題として、①低い就学率、②特に農村部での女性教員の不足、③学校整備が女子

の就学意欲を満たしていない、④学校のカリキュラムの内容と実際に女子が必要としている学習

ニーズが一致していない、をあげている。 

進捗状況について、BEDS のテクニカル・チームの担当者 Dr. Insaf に確認したが、全体像を把

握しておらず、明確な回答が得られなかった（彼女の談話によると、キャンペーンは各地で実施

                                                  
22 JICA, 2004. イエメン共和国プロジェクト形成調査（基礎教育）報告書、JICA 中等欧州部, Tokyo. 
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され、女性教員の養成・促成採用は、規模は小さいながらも ADRA の支援により北部で実施さ

れている。学校の修繕は SFD、各ドナーの支援により実施されている。女子への特別な技術指

導は進められていない）。 

 

 課題 活動・目標期限 

1 女子教育に対する否定的

な考えを変える 

 2004 年の終わりまでに、中央、地方レベルでイスラムの

概念である女子教育の重要性を広く啓蒙する女子教育促

進キャンペーンを準備、実施する 

2 農村部で特に女性教員の

供給を図る 

 2004 年の終わりまでに農村部の女子教員の研修、雇用を

行うプログラム形成し、2005 年の初めまでに実施する 
 2003 年の終わりまでに、効果的な雇用政策を策定し、2015

年までに 63,263 人の女性教員を確保する 
 2003 年の終わりまでに、農村部に女性専用の教員養成校

を開く計画を立てる 
 2006 年の終わりまでに、農村部に女性専用の教員養成校

を開設する 
 2004 年の終わりまでに、都市部の女性教員を農村部に異

動することを動機付ける政策、プログラムを策定する 

3 女子教育に即した学校施

設に修繕、供給する 

 2004 年の終わりまでに、女子校を増設する長期計画を策

定する 
 2004 年の終わりまでに、既存の学校校舎利用で、男女別

の 2 シフト制を敷く計画を策定する 
 2004 年の終わりまでに、女子教育用の学校施設を整備す

る計画を策定する 

4 社会経済的な便益を受け

られるように、地域のニー

ズにあったカリキュラム

を学校に作らせる 

 2004 年の終わりまでに、女子が所得の向上につながり、

地域のニーズにあった知識と技術が得られる基礎教育の

カリキュラムに作り直す 
 2005 年の終わりまでに女性教員のための資格付与及び資

質向上のためのインサービストレーニングをニーズに合

わせて作る 
 2008 年の終わりまでに女性の活動に関連した施設を加え

る 

 

（２）組織編成 

教育省には女子教育を推進する担当課として女子教育課（Girls’ Education Unit）が一般基礎・

中等教育部（General Dept. for Basic and Secondary Education）の下に設置されている。また全ての

州に同様の課が設置されており、タイズ州教育事務所（GEO）にも教育部（Education Sector）の

下に設置されている。しかし人員が僅かに一人のみ配置されているだけで、特に計画に基づく活

動を実施しているわけではない。 
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女子教育課のマンデイトは、上述の BEDS 女子教育戦略の中の女子のニーズにあったカリキ

ュラム作り、及び農村部の女性教員採用促進によりフォーカスが置かれている。特に女子のニー

ズとして、裁縫、編み物、ハンディクラフト製作の技術指導を女子就学のインセンティブとして

女子教育課がそのニーズ評価、技術指導プログラムの計画の役割を担っている。またあらゆる女

子教育関連案件やその関係機関との調整協力にも重点が置かれている。 

 

表：教育省女子教育課のマンデイト 

I. 計画策定とプログラム化 

1 女子に必要な特別な技術等を評価する学校運営者、教員を対象とする研修プログラムを計

画する 
2 最初、パイロット的に、Sanaa city, Aden, Taiz, Mukalla, Hodeidah, Ibb の州都に女子対象の技

術研修を実施する、各州の拠点となる学校を設定する 
3 女子に必要な技術を向上させる手法に関する教員対象の研修を計画する 
4 女子教育に必要な教員数を決める年間計画を準備し、教員不足を補う方策を考える 
5 女子教育の状況及びその進捗状況を評価する調査を毎年行う 
6 現状にあった政策作成が出来るように、データ及び情報収集のプログラムを計画する 
7 女性教員が都市部から農村部に異動できるようなインセンティブを考え、教員法の改正を

検討する 
8 あらゆる資金、技術支援は女子教育に裨益するように利用する 
II．協力調整とフォロー 
1 学校運営や教員のニーズについて、関係部署と協力して評価する 
2 関連省庁や国際機関が実施する案件や計画について協力する 
3 農村部の女子卒業生に適切な雇用の機会を提供できるよう関係機関と協力する、また能力

のある女性教員の農村部でのニーズを評価する 
4 女子の技術の改善、地域の民芸品の製作を関係機関と協力して促進する 
5 女子に裨益するプロジェクトの実施に参加する 
6 関連省庁が策定した計画実施のフォローをする 
7 BEDS 関連のプログラムや活動のフォローに参加する 
III. 技術開発 
1 女子の技術開発に焦点を当て、また技術は地域の特性にあわせる 
2 女子の技術指導のための教員研修を計画する 
3 縫製、編み物、民芸品の技術を女子に供給する 
4 女子やその家族に所得向上として便益する新しい技術の習得を女子に勧める 
5 女子の商品を販売するためにアソシエーションを作る検討をする 
IV. 特別な教育 
1 能力の高い女子に対し更に能力を上げる指導方法を教員に与える 
2 能力の高い女子に国内及び国際的な活動に参加するよう勧める 
3 女子の家族や両親に娘の学習を支援協力するような意識向上のプログラムを計画する 
4 メディアを使って能力の高い女子を更に向上させる 

注：アラビア語の原文を Akram Amin 氏が英訳し、筆者が和訳 
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（３）教育省女子教育課の課題 

 女子教育課のマンデイトは BEDS 女子教育戦略の重点課題に対応している一方で、女子の裁

縫、編み物、民芸品製作といった技術開発への比重のかけ方が大きすぎる印象を受ける。 
 既述の BEDS の克服すべき挑戦事項にある通り、多くの家庭で女子教育は必要ないと考えら

れていることから、学校教育から女子が便益を受けられことを証明し、両親の女子教育に対する

意識を変えていく必要があることは十分理解できる。1990 年 3 月にタイのジョムティエンで開

かれた世界教育会議でも、女子・女性の教育へのアクセスだけでなく、質的向上を伴う、女子・

女性の生活に適合した、また教育を受けた後、そこで得た知識や技術が具体的に生活向上や社

会・経済的地位の向上に役立つような教育の必要性が注目された23。一般教育を受けられなかっ

た女性が成人教育の中で識字、計算、技術を習得し、所得の向上につなげることの重要性は理論

的に理解できる。しかし、一般教育を受け、あらゆる可能性を持った女子に対して、いわゆる女

性の仕事とされてきた裁縫、編み物、民芸品製作の仕事の踏襲を奨励することは果たして女子教

育、ジェンダー平等に効果的なのだろうか。ただ、女性の就く職業が教員以外になく（教員のポ

ストも殆どないのが現状）、女性が都会で就職することが自由でないイエメンの農村地域の現状

を考えると、形は何であれ経済的自立が図れる手立てを提供することは重要である。しかし、こ

れは短期的な戦略として捉え、家庭の意識や経済的向上にあわせて、特別カリキュラムは撤廃し、

一般教育から得た知識や技術に基づき女子が職業を選択できるよう促進することこそ考えるべ

きである。 
 女子のニーズに合わせた特別技術指導といったアクセス改善のための短期的方策、あるいは各

論的なニーズをマンデイトの中心に据えるのではなく、包括的かつ戦略的に女子教育の促進を考

える必要がある。女子教育を通して女子の社会進出と女性の社会・経済的地位の向上を見据え、

女子の自立を促すジェンダーや女性の権利に関するカリキュラムの導入が重要である24。GAD
（Gender and Development）アプローチの観点から言えば、男女に対し、男女平等、女性は男性

と同等の権利と責任を負う社会のパートナーであることを啓蒙するカリキュラムと、それを教え

られる教員が必要である。この女子教育のジェンダー平等に向けた方向性作りと教育行政官、校

長、教員のジェンダーセンティビティを高める研修計画・実施等が女子教育課の大きな役割では

ないだろうか。女子教育課は教育分野のジェンダー主流化促進の役割を担っているからである。 
 更に、女子教育の大きな制約条件となっている女性教員不足について、女子教育課が果たすべ

き役割はないだろうか。現実的には予算は財務省に、また教員配置は人事・保険省にコントロー

ルされており、教育省には直接的に出来る施策はない。このような厳しい問題こそ、ドナーや

SFD（Social Fund for Development）のみならず、WNC（Women National Committee）をはじめと

するジェンダーのネットワークと協調を取るべきだと考える。市民社会を巻き込んだアドボカシ

ー、及びロビー活動を通して、財務省と人事・保険省を動かすことが出来るかもしれないからで

ある。 
 政策策定のための情報・データ収集もマンデイトとしてあげられている。理想を言えば男女別

データ収集の徹底化（特に州・郡レベル）と女子教育に影響的な重要なインディケーターの見極

                                                  
23 菅野琴, Sep. 2002. 全ての人に教育を、ユネスコのジェンダー平等教育への取り組み in 国立女性教育会館研究紀要

Vol. 6., 国立女性教育会館, 埼玉. 
24 教育省カリキュラム担当によると、昨年 12 月に完全刷新された新カリキュラムには女性の権利も組み込まれてい

るとのことである。 
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めについても GTZ 支援の EMIS プログラムや計画・国際協力省、その他の関係部署をリードし

ていく役割があると考える。また、NWC、計画・国際協力省の MDGs・PRSP 管轄部署、CSO（Central 
Statistics Organization）内に設置されているジェンダー情報・データを収集する課とも連携を取

っていく必要がある。 

 

５． タイズにおける女子教育の現状 

（１）統計からの分析 

 タイズ州の教育事務所（GEO）より基礎教育レベルの学生、学校、及び教員に関する統計（2003
年）を入手し、女子就学に関わる特徴を地域別に表にまとめた。 

 

表：タイズ州の地域別男子学生数を 1とした女子学生数の割合（2003/2004 年） 

平均値 平均以下の郡 平均値 平均以下の郡 平均値 平均以下の郡
都市部
(全3郡）

1.022 Al-Qahirah, 1.04 Al-Qahirah, 0.994 Al-Qahirah,

農村部
（全16
郡）

0.712 At-Taiziya,
Khadeer,
Maqbanah

0.676 Saber Al-Mawadem,
Mawiyah,
same,
Maqbana
(対象8郡中下位4郡）

0.554 Mawiyah,
Same,
Mashra'a&Hadnan,
Maqbana
（対象9郡中下位4郡）

沿岸部
（全4郡）

0.703 Al-Makha,
Mawza

0.51 Mawza,
Dhubab

0.328 Mawza

地域 G3 G6 G9

 
出所：GEO in Taiz で入手したデータを基に筆者が作成 

 
 
表：タイズ州の地域別女子校の数（2003/2004 年） 

地域 女子校の数 女子校のある郡 女子校のない郡
都市部

（全3郡）
8（共学：49校、全68校） 全郡 ―

農村部
（全16郡）

44（共学：1041校、全1,133
校）

At-Taiziya,
Mawiyah,
Khadeer,
Ash-Shimayatain,
Al-Mawaset,
Al-Maafer,
Al-Misrakh,
Maqbanah,
Ar-Rawnah,
As-Salam

Saber Al-Mawadem,
Mashraa & Hadnan,
Haifan,
Same,
As-Selw,
Gabal Habashi

沿岸部
（全4郡）

8（共学：97校、全114校） Al-Makha,
Mawza,
Al-Waziyah

Dhubab

 
出所：GEO in Taiz で入手したデータを基に筆者が作成 
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表：タイズ州の地域別女性教員数（2003/2004 年） 

平均値 平均値以下の郡
都市部

（全3郡）
― 1.511 Sala

農村部
（全16郡）

Mashraa & Hadnan,
Mawiyah,
Same,
Maqbanah

0.107 Maqbanah,
Mawiyah,
Mashraa & Hadaah,
Same,
Al-Misrakh
（対象11郡中下位5郡）

沿岸部
（全4郡）

Mawza,
Al-Waziyah,
Dhubab

0.041 Mawza,
Al-Waziyah

地域 女性教員が15人以下
の郡

男性教員数を1とした女性教員数の割合

 
出所：GEO in Taiz で入手したデータを基に筆者が作成 
 
上記統計から読み取れる地域別の男女格差の特徴を下記表にまとめた。 

就学数における男女格差の特徴 
都市部  G3,G6 の時点では男子の数を女子の数が上回っている 

 都市部の中では Al-Mudhaffar の状況が良く平均値をあげている 
 G9 で男女の就学数は逆転しているが減少の度合いはなだらかである 

農村部  16 郡の平均値は G3,G6,G9 にあがる毎に 10％ずつ減少している 
 農村部の中でも極めて状況の悪いのが、Maqbanah、Mawiyah であり、特に

高学年では男子学生数の 2,3 割程度の女子しか就学していない状況である 
沿岸  4 群の中で特に大きな差はなく、全てが悪い状況である（4 郡の中では

Al-Waziya が僅かに良い） 
 平均値は G3、G6、G9 にあがる毎に 20％ずつ減少している 

女子校数の特徴 
都市部  全学校数の約 11％が女子校である 
農村部  全学校数の僅か 4％弱が女子校である 

 Haifan には女子校がないが、G6 までは男子の 80％、G9 でも男子の 70％の

就学数がある 
沿岸部  全学校数の 7％が女子校である 

 しかし女子校 8 校のうち 6 校が Al-Waziya にある 
女子教員数の特徴 

都市部  3 群とも女性教員の数が男性教員の数を上回っている 
 女性教員は都市部に集中し、全女性教員の約 60％が都市部 3 郡に配置され

ている 
農村部  女性教員数は男性教員の約 10％のみである 

 Maqbanah (10)、Mawiyah(8)は圧倒的に少ない 
 タイズ市に近い At-Taiziya (197), Saber Al-Mawadem(96)は通勤教員が多いと
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思われ比較的多い 
 農村部で多いのは、Ash-Shimayatain (279)、Ar-Rawnah(184)、As-Salam (376)

沿岸部  女性教員数は男性教員数の 4％に過ぎない 
 Al-Makhaa の 24 人以外は、Mawza(4)、Al-Waziiya (4)、Dhubab (2)と極端に少

ない 
 

（２）インタビュー調査のデザイン内容 

タイズ州 23 郡を都市部、農村部、沿岸部に分類し、農村部と沿岸部については上記統計で女

子教育の状況の悪い郡を選定し、その郡の郡教育事務所（DEO）代表の紹介による学校にて、

女子の就学状況に関する調査を実施した。調査計画の内容は下記の通りである。 

① 調査目的 

タイズ州における女子教育を取り巻く状況、学校及びコミュニティの状況と女子就学の制

約条件を把握し、改善の効果的なアプローチを分析する。 

② 調査手法 

校長、村の代表者はそれぞれキーインフォーマントインタビュー、女性教員、女子生徒、

村の女性はそれぞれフォーカス・グループス・インタビューを採用し、どちらの調査も基本

的にストラクチャードで実施し、必要に応じ質問を加える。質問表は別添の通りである。 

③ 調査参加者 

都市部 2 郡 2 校、農村部 4 郡 5 校、5 コミュニティ、沿岸部 3 郡 2 校、2 コミュニティに

おいて、校長、女性教員、女子生徒、村の代表者、村の女性を対象にインタビュー調査を実

施する。女性教員、女子生徒は学校長等が選ぶ人々でよい（インタビューした人々のプロフ

ァイルは別添インタビュー者リストの通りである）。 

④ 調査日程 

12 月 22 日（水）から 1 月 8 日（土）までの期間に実施し、地理的な問題から訪問学校及

びコミュニティは 1 日 1 箇所とする。1 インタビューに対し、1 時間 30 分から 2 時間以内に

終える。 

⑤ 調査の限界 

調査期間の制約によりインタビューのサンプル数が少なく、回答の一般化が困難であると

考えられる。また、通訳を介したインタビューであるため情報の信頼性、精度は幾分落ちる

と思われる。 
 
（３）インタビュー調査実施地域 

 上記の通り、調査は都市部以外の農村部及び沿岸部は統計に基づき状況の悪い郡を選定し、学

校については GEO 代表者の推薦する学校にて実施した。都市部は GEO の推薦する学校で調査

を実施した。調査実施地域及び学校の特徴は以下の通りである（詳細情報は別添インタビュー記

録参照）。 
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表：インタビュー調査を実施した学校及びコミュニティの特徴 

郡名 調査対象者 学校名・タイプ
タイズから

の距離
女子/

全生徒数
女性/

全教員数
女子の就学

コミュニティの
特徴

1
Al-Mudhaffar 女性校長

女性教員
女子生徒

Aisha
基礎・中等
女子校

タイズ市内
中心部から
車で15分

2,051/2,051 71/71 良好
僅かに早期
婚で中退

父会のみ設置さ
れているが活動
は特になし

2

Al-Qahirah 女性校長
女性教員
女子生徒

Al-Nahadha
基礎・中等
(G11まで)
女子校
（G1-G3は共学）

タイズ市内
中心部から
車で10分

1,852/2,046 118/120 良好
僅かに早期
婚で中退

都市貧困層多い
保護者は父母会
の設置に非積極
的

3

Mawiyah 校長
女性教員
女子生徒
村代表
女性

Al-Shaheed Al-Bahr
基礎
女子校

タイズ市の
東部
幹線道路で
40分+5分
スークまで
10分程度

217/217 14/19
（女性教員
はタイズ市
からバス通
勤）

女子校にな
り増

水の問題が深刻
コミュニティの
結びつきも弱い

4

Maqbanah 校長
男女教員
村代表
女性

Aaid Bin Haritha
基礎・中等
女子校
（ただし男子校が
一杯のため一部男
子も通学）

タイズ市の
西北部
幹線道路で
40分+5分
スークまで5
分

348/560 7/28 中等部が出
来、高学年
の女子生徒
増

ｺﾐｭﾆﾃｨの結びつ
きが強い
父母会は既に設
置され、定期的
な会合活動もも
たれている

5

Maqbanah 校長
村代表
女性

Al-Fawz
基礎（G1 – G3の
み)
共学校

タイズ市の
西北部
幹線道路で
50分+2時間
遠隔地

62/125
（女子は
G1,G2の
み）

0/5 2004に開設
青空教室

貧困層が多い
昨年設立された
ばかりでもあ
り、学校との関
わりも薄い

6
Saber 校長

女性教員
Uqbah Bin Nafe
基礎・中等
共学

幹線道路で
30分

スークまで30

210/607 4/32 女子の就学
状況最悪、
特にG5以降

保護者の女子の
就学に対して理
解がない

7

Same 校長
女子生徒
村代表
女性

Al-Noar Hawraa
基礎
共学

幹線道路で
40分+2時間

スークまで2
時間

520/1,009 0/23 男女ともG7
以降の中退
多い
教室数不足

ある程度の年齢
になると男子は
タイズ市に働き
に出す傾向
コミュニティの
結びつきは強い

8

Dhubab 校長
女子生徒
村代表

Al-Shaab
基礎・中等
共学校

タイズ市の
南西部
幹線道路で2
時間強+10分
スークまで5
分

383/869 2/30 G6以降は減
少傾向

漁村であるが漁
業は全て男性、
女性の移動可能
な範囲少なし、
コミュニティの
結びつきは弱い

9

Al-Mokhah 校長 Al-Noor in Al-
Thawbani
基礎・中等

(G11まで)
共学校

タイズ市の
西部
幹線道路で1
時間30分+30
分

193/578 0/23 WFP支援によ
り倍増

WFPの食糧支援
のために設立さ
れた委員会で女
性が活躍

10

Mawza 女性
教員

Al-Yarmouk
基礎(G6まで)
共学校

タイズ市の
西部
幹線道路で1
時間30分+1
時間

- - WFP支援によ
り増

コミュニティの
結びつきは弱い

 

 
（４）インタビュー調査で得られた主要情報 

① 参与観察 

都市部は男女別校がある程度整い、女性教員も豊富である。また机や椅子も整備されており環

境はある程度整っている。問題はそれにより生徒数が増え、女子校であっても低学年は男子生徒

も受け入れ、更に午前・午後のシフトを使ってフル回転させていることである。一方、農村部・

沿岸部はまずそもそも学校がないこと自体が問題であり、あっても遠い、あるいは整備がなされ

ていない場合が多い。また、女子の生徒数及び女性教員数が少なく、男女別校がなかなか実現し

ていない。更に、午前・午後のシフトは導入されていても、男女別クラスの編成はなされていな

い場合が多い。机・椅子のない狭い教室に男女が一緒に勉強している状況である。 
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② インタビュー結果概要 

調査の中心的質問である「なぜ女子は学校に行けないのか」に対する、女性教員及び女子生徒

のフォーカス・グループスの主要な回答は以下の通りであった。 
＜女性教員＞ 

 学校がない、遠い（特に中等学校が近くにない） 
 両親の意識の問題、不理解（両親の非識字による影響、女子は将来結婚して家庭に入るの

で教育はあまり必要なく、読み書きで十分という考え、等） 
 男女共学、男性教員への抵抗（特に G5、G6 以降） 
 女性教員不足 
 貧困、子沢山の場合、男子が優先される 
 家庭の手伝い（水汲み、兄弟の面倒、家事等）、手伝いにより勉強が遅れる 
 早期婚による中退 
 教育を受ける動機がない（就職がない） 

＜女子生徒＞ 

 地形的な問題（学校が遠い） 
 両親の意識の問題（両親の非識字による影響、伝統的考え） 
 就学年齢を過ぎて学校に行くのが恥ずかしい 
 男女共学、男性教員への抵抗 
 貧困 
 家庭の手伝い 
 早期婚による中退 
 就職がない 

 
③ 制約条件の度合い分析 

地域ごとに特に回答の多かった制約要因の度合いを分析すると下記の通りである。またインタ

ビューを通して受けた印象により制約が高い順に H（High）、M（Medium）、L（Low）と順位付

けした（ただし、これらの分析はインタビューを行った限られた場所を基準とした分析であり、

他の場所、他の郡については当てはまらないかもしれないことが前提である）。 
学校の立地条件 制約度 

都市部  学校はだいたい近くにあり、遠いということが制約条件にはならな

い（大抵の学生が徒歩 30 分以内） 
 市場（スーク）が多いので、親がスークの近くを通学路として使わ

せたくないため遠回りして通学する女子生徒はいる 
 就学数が増加しており、込み合っていることは問題である 

L 

農村部  郡の中心地には学校はあるが、遠隔地には学校があまりない 
 G1-G3 の学校はコミュニティ内にあっても、それ以降、特に G7 以

降の学校がない場合が多い（片道 1 時間から 1 時間半程度かけて通

わなくてはいけない） 
 山の頂上付近は伝統的に人口が多く、学校（少なくとも初等）はあ

H+ 
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るが込み合っていることが問題である 
沿岸部  農村部同様、郡の中心地には学校はあるが、多くは砂漠のような何

もない所にぽつんと学校が建っている場合が多い 
 特に G7 以降の中等学校が近くにない場合が多い 

H+ 

男女別への拘り 
都市部  女子校や女性教員が可能なだけに拘りは強い 

 一方で、都市部の共学校は机や椅子がきちんと整備され、男女別の

体制が教室内でも取れるので生理的に受け入れられない状況にはな

い 
 また、都市部の方が教育への理解が高く、大きな制約条件ではない

と思われる 

H 

農村部  農村部は男女別学校も女性教員も不可能な場合が多いが、もっとも

男女別に拘りを持っている印象がある 
 G5,6 以降はますますその傾向が強まる 
 山岳部の山上付近の村落は、生徒数が多く、教室が狭く、椅子の数

が不足がちであることにより、男女生徒の接近度が女子生徒、親の

心配要因となっている 

H+ 

沿岸部  男女別や女性教員の方がよいという考えは同様にあるものの、全く

不可能な状況にあるので多くの親は受け入れている 
 しかし、農村部同様に同一教室内での男女の接近に対する心配は

G5,G6 以降の中退の要因となる 
 ただ、それ以上に女子に勉強は必要ない、といった価値観の方が強

い印象である 

H 

貧困・男子優先・女子教育の軽視 
都市部  ある程度親の理解も進んでいるのでだいたいの女子は G9 まで就学

している 
 都市部の中退は他地域に比べ少ないが、その要因のひとつは貧困、

子沢山によるもので、その場合男子が優先され就学できなくなる場

合もある 

M 

農村部  農村部の貧困の状況は都市部より悪く、男子が優先され中退する女

子の割合も多い印象である 
 一方で、都市部での仕事の可能性がある場合は男子が女子より早く

学校を辞めて仕事に就く場合もある 

H＋ 

沿岸部  沿岸部の貧困の状況は農村部同様、あるいはそれ以上に悪く、そも

そも就学の制約条件となっている場合が多い印象である 
 一部の農村部同様、漁業による収入が期待できることから男子学生

は G9 以降学校に行かない傾向にある 
 女子は就職もなく、G6 程度で十分とする考えから中等学校への進学

が少ない印象である 

H＋ 
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家庭の手伝い 
都市部  女子学生はみな母親の家事の手伝いをするものの、手伝いのために

就学できないというケースは非常に少ない 
L 

農村部  農村部は場所にもよるが水の問題が多くあり（水汲みに数時間かか

る）、また薪拾い、家畜の世話、農業の手伝い等により、就学の機会、

自習の時間の大きな制約条件となっている 
 母親が病気、お産の際は学校を休み、そのままやめてしまうケース

もある 

H+ 

沿岸部  沿岸部も水の問題はあるものの、農村部ほどの農業に関わる仕事が

ないと思われ、農村部ほど大きな制約条件ではないと思われる 
M 

早期婚による中退 
都市部  数は減少傾向にあるものの、中退の要因のひとつである 

 最近は結婚しても学校に通うケースが増えてきているようである 
M 

農村部  まだまだ早期婚の伝統は根強く残っており、中退の大きな制約条件

である 
H 

沿岸部  農村部同様に早期婚は多く、中退の大きな制約条件である H 
 
（５）特筆事項 

① 誰が女子の就学を決めるのか 

女子生徒へのインタビューで、就学を自ら決めたと答える生徒は一人もいなかった。一方で、

教育省関係者、州教育事務所（GEO）関係者、等からは、一般的に父親が決めると聞いていた

が、父親が決定したと答えた生徒は以外に半数程度であった（都市部より農村部の方が父親と回

答する生徒は多かったが）。母親と答える生徒が同様にいたためである。これについては、家庭

であらゆる意思決定権を持つ父親ではなく母親にその決定権があるとは考えにくく、通訳による

質問の伝え方の誤りであったと推測できる。 
 

② 家庭の手伝い 

女性教員及び女子生徒のフォーカス・グループスの結果、都市部で 1 日平均 2 時間程度、農村

部では平均 4 時間程度、家事（水汲み、薪拾い含む）及び農作業の手伝いをしている。インタビ

ューをした生徒の中で手伝いが勉強の妨げになると答えたのは僅か 1、2 名であったが、明らか

に制約になると考えられる。学校への通学時間が往復2時間、学校での就学時間が5時間程度で、

電気のない農村部の生活を考えると女子生徒の家庭での自習時間がかなり制約される。農村部で

水の問題を抱えるコミュニティ出身の女子は特に大変で、朝水汲みを済ませてから学校に行くの

で遅刻をしがちである。遅刻や欠席により授業についていけない、また男性教員には質問がしに

くいという問題から、中退につながるケースが多いようである。また、農繁期には農業を優先さ

せる両親が多く、その時期は男女共にあまり学校に行けないようである。 
学期の中間と学期末に試験が実施されるが、その時期手伝いをすると試験勉強が出来ないこと

から、インタビューした女子生徒の中に、母親と試験中は手伝いをしなくても良い、という条件

の約束を交わしているという回答があった。これは親の娘の教育への理解の度合いを示すものと
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考えられる。 
イエメンの社会文化的な考え方から、あらゆるスペースが男女のジェンダー別役割に基づき分

けられており、水汲みは女性の仕事であることから水場は女性の場所と認識されている。家族間、

例えば兄弟姉妹で水汲みを分担することを奨励したいが、水汲みは女性の仕事であり、水場は女

性の場所であるという固定観念を変えていくことは容易ではない。そのため、コミュニティない、

あるいは出来るだけ近くに水場を整備することが女子に直接裨益する手段と考えられる。 
 

③ 教育への期待 

インタビューをした女子生徒は、都市部を除き、多くの周囲が中退している中で継続して就学

している生徒たちなので、当然意識は高い。全ての女子生徒が教育を肯定していた。また教育の

目的として、よりよい将来を築くためと答えた生徒が多く、自分のためのみならず社会への貢献

と答える生徒が多かったのも印象的である。将来の希望として、都市部は医者、医療関係の仕事、

建築士、エンジニア、等とバラエティにとんでいるのに対し、農村部は教員や看護士に限られて

いたのも都市と農村部の違いを浮き彫りにしている。日本や他の先進国と異なる大きな点として

注目できるのは、女子は一般的に文系の科目を好み、職業もそれに従い文系の職業を希望するが、

イエメン（少なくともインタビューをした地域）は女子が理系の職業を希望している点がジェン

ダーフリーで印象的であった（これは、G11 で文系、理系のコースを選ぶ際も、理系を選ぶ生徒

が多いが、理系の方が勉強が易しいからというのが理由のようである）。 
 

６． タイズ州の他ドナーによる協力概要 

 現在、タイズ州で教育分野（特に女子教育）の支援を行っている主なドナー及び政府機関は、

WFP、SFD である。世銀が BEDP（Basic Education Development Project）を全州で実施する予定

であるが、学校建設以外の教員研修等の実施予は未定の状態である。主な支援プロジェクトの内

容は下記の通りである。 
 
団体名 プロジェクト名 支援内容 期間 タイズ州の対象郡 

WFP Support and 
Promotion of Girls’ 
Basic Education 

共学校に通う G1-G9 の女子

生徒に対し、小麦 50 キロ、

油 5 キロを年 2-3 回支給 

2002-2007 Dhubab, Al-Makha, 
Al-Wazeya, Mawza（沿

岸部 4 郡全て） 
Al-Selew（農村部） 

SFD School 
Construction 
Projects 

学校建設、特に女子校建設

（コミュニティが建設費の

5-20%を労働力・資材等で貢

献する） 

継続中 2003 年、全国で 299
校建設 
（延べ 1,696 校建設）

タイズ州の 2003 年の

予算は$4.5mil. 

SFD Community 
Contracting 
Program 

建設業者ではなくコミュニ

ティとの契約による学校建

設 

2003（8 ヶ月

間） 
試験的に実施 

SFD Girls’ Education 5 州を対象とした女子教育 調査：2003 Maqbana の一つの
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Program の制約条件に関する調査、

調査結果を基に教員やコミ

ュニティの住民による女子

教育啓蒙促進（必要に応じ

て給水設備建設も支援） 

本格プログ

ラム：2003-
Sub-district が対象（農

村部） 

 
上記ドナー及び政府機関の支援プログラム・プロジェクトの内容から、効果が期待できる点と

注意が必要な点を分析した。 
団体名 効果のポイント 注意点 
WFP 明確なターゲット化 

 対象地域を女子就学率の低い沿岸

部 4 郡を含む 5 郡としている 
 また対象者をより就学の条件の悪

い共学校及び生徒規模の小さい学

校（200 人以下）に通う女子生徒と

している 
 明確なターゲット化により短期間

に効率的に成果を上げることがで

きる 
女性の積極的活用 
食糧配布の際の業務をコミュニティの

委員会に担当させ、女性メンバーが公正

な配布に貢献している 

持続可能性 
 女子を学校に行かせる動機付けが

なく、食糧をインセンティブとして

行かせている家庭にとっては、食糧

支援の終了と共に女子の就学をや

めさせる可能性が高い 
 女子自らが就学を続ける意志が持

てる程度の学年まで長期的に継続

支援を行う必要がある（5-6 年程度

か？） 
非識字への偏見 
委員会のメンバーに女性を選ぶ際、多く

の人が女性の非識字を制約条件に考え

るが、女性の特意とする分野での女性の

投与を考えることが重要である 
SFD 
学校建設 

明確なターゲット化 
 主に女子校の建設をターゲットと

し、共学を嫌う伝統的価値観・ニー

ズに合わせた支援を行っている 
 共学を理由に学校に行っていなか

った女子の就学率が上がることが

期待できる 
コミュニティによる貢献 

 学校に対するオーナーシップ及び

コミュニティの学校に対する責任

を住民に意識付けするきっかけと

なる 

伝統への挑戦 
 男女別のニーズに合わせることの

重要性とともに、一方で共学を受け

入れる意識改革のアプローチも必

要ではないか 
 
 
貧困世帯の負担 

 日雇いの仕事で生計を立てている

世帯にとっては負担が少なくなく、

コミュニティによる貧困世帯への

配慮・調整が必要になる 
SFD 
コミュニ

ティとの

コミュニティの能力向上 
 コミュニティが組織として計画的

に建設を進めるべく協力し調整し

住民への負担 
 慣れない住民に大きな負担となる

恐れがある 
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契約によ

る学校建

設 

ていく能力を高める機会となる 
 リーダーが育成される良い機会と

もなる 
 女性も自らの能力を発揮できる分

野で貢献できる（会計等） 

 契約金の透明性をはかれるか 

SFD 
啓蒙 

コミュニティの人材活用 
 教員や啓蒙・普及員等をコミュニテ

ィから選出することによりコミュ

ニティの参加と啓蒙のプロセスが

より明確になり、効率的でもある 
包括的な取り組み 

 女子教育を阻害する要因はジェン

ダーを含めあらゆる要因が考えら

れ、特に女子が担っている水汲みの

問題は大変深刻である。この水汲み

の問題を解消することにより女子

の就学を伸ばすことは大いに期待

できる 

人材のキャパシティとやる気 
 啓蒙・普及は忍耐の要る活動で、そ

れに携わる者の意識、能力、やる気

の高さによるところが大きい 
 
技術的な問題 

 SFD は学校建設、給水のセクション

をもつ大きな組織であるので包括

的な取り組みが出来るが、教育のみ

で編成されたプロジェクトでは自

前で水の問題解決が図れない、別の

支援ソースを探すか、給水の専門家

の傭上を行う必要がある 
 
７． 女子教育推進に有効的なアプローチ 

 既述のドナー及び政府機関のアプローチ分析以外で、インタビュー調査及び関係機関への聞き

取り調査の結果から効果的であると思われるアプローチは下記の通りである。 
まず、重要なポイントは、学校がある程度近くにある限り、多くの両親は娘を学校に行かせる

意識は持っている事実に基づき考えることである。問題は、現在女子には読み書き程度、あるい

は G5 か G6 程度の教育で十分としている多くの両親に対し、いかにしてその考えを基礎教育修

了の G9 まで娘を学校に通わせるように変えることができるか、につきる。つまり、いかに中途

退学を防ぐかが就学率の向上につながる主要なキーである。 
アプローチを短期的と長期的視点によるアプローチに分類した。短期的なアプローチは女子の

就学の制約となっている条件の緩和で、長期的なアプローチは将来的な女子の就学の発展、ひい

ては女子・女性のエンパワーメントを目指した戦略的なアプローチとして考えた。また、その重

要な手段として関係機関との協力体制・ネットワークについても言及する。 
 

（１） 短期的なアプローチ 

① 男女別クラスの編成 

学年が上になるほど、両親も女子生徒自身も一緒に勉強する男子学生の存在を意識し始め、特

に両親は問題視し始める。農村部等の人口・学生数が多く教員の少ない学校では 1 クラスに 100
人近くの生徒が登録しており、机や椅子が十分に整備されていない狭い教室に押し込まれている。

両親、女子生徒共に男子との体の接触に抵抗を感じ、中退する原因になっている。 
インタビュー調査で訪問した共学校で男女別のクラス編成をしている学校は少なく、これは教

室数、教員数、女子の生徒数不足によるものだった。 
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教室の増設、教員の増員は急務である。女子の生徒数が不足して男女別のクラスが編成できな

い場合は机と椅子を整備し、男女が同一教室内でも別々の空間を持てるよう整備することが重要

である。 
 

② 女性教員の促成採用 

男女の共学同様に、両親、女子生徒自身が抵抗を感じるのが男性教員である。都市部の女子生

徒対象のフォーカス・グループスで、学校に男性教員がいることが分かると両親が学校に行かせ

てくれなくなるかも知れないので隠している女子生徒もいる、という話があった。また、統計を

見ると、特に農村部は女性教員数と女子の就学率が比例の関係になっている。例えば、2003/2004
のタイズ州教育事務所（GEO）統計によると、Mawiiya 郡及び Maqbanah 郡は郡全体の女性教員

がそれぞれ 10 人、8 人と全 23 郡中沿岸部 3 郡に続くワースト 5 と 4 であり、男子生徒 1 人に対

する女子の割合も G6 時でそれぞれ 0.305、0.455 とワースト 1 と 2 である。同様に、G9 時では

それぞれ 0.278、0.282 とワースト 1 と 3 の状況である。 
農村部の保守的な考え方の地域においては、女性教員の促成採用が急務である。女性教員が不

可能なため、女子が就学せず、結果女性教員候補の女性がコミュニティに育たないという悪循環

を生んでいる。この打開策としては、女性教員の促成採用が不可欠であると考えられる。しかし、

政府による実施は関連省庁からすぐには承認されそうにない事情から、学校、あるいはコミュニ

ティの力量で克服するしかないと思われる。 
男性教員による女子教育の弊害として、男性教員の女子学生に対する態度と男性教員に対する

女子学生の意識の問題がある。フォーカス・グループスに参加した数人の女子生徒や母親による

と、男性教員は体罰をするのではないかという恐怖感や男性教員に勉強で分からないところを聞

くことに対する恥じらいが女子生徒の中にはあるとのことであった。男性教員に対するジェンダ

ーセンティビティをはじめとする意識改革に関する研修を実施していくことも重要であると思

われる。 

 
③ 関連施設の整備（給水施設含む） 

教室の増設を始め、女子のトイレ、フェンス、机・椅子、等、女子の就学の妨げになっている

学校施設の整備を行うことは、重要である。農村部で往復 2 時間程度をかけて通学する女子生徒

にとって、就学時間を含め、1 日 7 間前後トイレに行けないことは健康的も良くない。男女別ク

ラス編成、男女の空間つくりに、教室の増設、あるいは最低限、机と椅子の整備は不可欠である。 
また、女子の就学の制約になっている水汲み労働の軽減を目的とする施設整備も重要である。

資金的・技術的な問題が影響するであろうが（特に井戸・タンク・パイプの整備は高額）、女子

の就学の質の問題の解決からも不可欠な対策であると考えられる。 

 
（２）長期的なアプローチ 

① 女子教育の重要性の啓蒙普及 

フォーカス・グループスで学校不足以外に多かった制約条件として、両親の不理解、意識の問

題があげられる。また、子沢山や貧困を制約条件としてあげる参加者も多かった。しかし、子沢

山や貧困は直接的な要因とは言えず、その前に女子より男子を優先するという社会・文化的なの

価値観・イデオロギーが存在する。つまり、女子に教育は必要ない、女子はいずれ嫁に行き投資
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の価値がない、という考えに基づくジェンダー偏見が弊害になっている。社会の変化、情報の普

及と共に、ここ数年で女子教育を取り巻く環境も随分改善され、人々の意識も当然徐々に変わっ

てきている。とは言え、社会に長く根付いたジェンダーは一朝一夕に変わるものではなく、地道

な啓蒙活動が不可欠である。特に家庭の意思決定を握る父親に対する啓蒙は不可欠で、モスクの

宗教リーダーやコミュニティや部族リーダーを通した啓蒙活動が効果的であると思われる。 
女子教育が普及するためには、家庭の経済的な繁栄と共に、社会・文化的な価値観が変わるこ

とが重要で、そのためにはまず女子教育から社会が裨益することが目に見えるようになることが

重要である。両親のみならず、女子自らが自立に対する意識を持ち、教育を受けた便益を社会に

還元するようになる必要がある。女性の社会進出を通して、女性が男性の対等なパートナーとし

て、また国家の社会・経済開発の担い手として社会に認識されるようになることが将来的に不可

欠である。 
 
② 非就学者への教育の機会の提供 

フォーカス・グループスの参加者の多くが、女子の就学の制約条件として、両親、特に母親の

非識字による不理解をあげた。自らに教育の機会がなかったからこそ子供（娘）には教育をと考

える親がいる一方で、逆に自分も教育を受けていないから子供にも必要ないと考える親も依然と

して多い。教育を受けられなかったことによる教育の重要性への不理解を解決する意義に加え、

その両親に教育の機会を提供することも教育の機会の平等の観点から重要である。1990 年にタ

イのジョムティエンで開催された世界教育会議において、「全ての人に教育を」とする考えから、

全ての人（子供、青年、大人）に彼ら・彼女らの基礎的学習ニーズを満たす教育機会が与えなけ

ればならない、ことが確認されている。また、2000 年にセネガルのダカールで開催された世界

教育フォーラムにおいて、EFA 達成のための六つのゴールの一つとして、青年、成人の学習ニー

ズを地域の特殊性を配慮した適切な学習、生活に結びついた技能習得の要素を含んだ教育プログ

ラムを通して満たす、が設定されている。従って、地域の成人男女に対して、識字のみならず生

活のニーズにあった保健、自然資源を含む環境、経済的エンパワーメント等に関連した事項を盛

り込んだ成人教育の提供を検討することが重要である。 

 
（３）ローカル関係機関との協力体制・ネットワーク 

 長期的なアプローチに対して、①いかに女性教育の重要性を普及し、関係者にジェンダーセン

ティビティを醸成するか、②女性の組織化をいかに図るか、女性の経済的自立をどう図るか、③

教育を受けられなかった女性にいかに教育の機会を提供するか、の観点から協力体制が取れと思

われる関係機関について以下の通り説明する。 
 
① サナア大学女性学・開発センター 

 サナア大学内に設置されている研究・研修機関であり、一時的に閉鎖されていたが 2003 年に

オランダ政府の支援により再開された。再開と同時に新センター長として医学部助教授の Dr. 
Husnia Al-Kadri が就任し、各種ジェンダー調査・研究の実施のほか、ジェンダー研修を実施して

いる。同センターは、ジェンダー平等、ジェンダー主流化促進を目的とする意識改革をはじめと

する研修の実施と政策策定のための調査・研究の実施をマンデイトとしている。ナショナル・マ

シナリーである WNC（Women’s National Committee）、世銀、Oxfam 等の依頼による調査・研究



 

- 218 - 

実績を持っている。また、同センターは学部への昇格を 2006 年に目指しているほか、パートナ

ー大学であるアデン大学と共に主要国立大学内に同センター同様の組織を設立する支援を行っ

ている。 

 Dr. Husnia は女性学が専門であはないが、12 歳の時に父親の 2 番目の結婚でなす術もなく従わ

ざるを得ない母親の姿を見て、教育を受けて経済的自立を図ることを自分自身に誓ったという強

い意思を持った女性である。サナア大学卒業後、フランスに博士留学したが、博士論文執筆・発

表・提出はサナア大学にしており、博士号はサナア大学から受けたとのことである。博士号取得

後サナア大学で講師を務めていた際、現人権省大臣との出会いがあり、初めて WNC（Women’s 
National Committee）のメンバーとして加わり、リプロ・ヘルス分野における調査に開始したと

いう。また、オランダ政府によるオランダでのジェンダー研修及びフィールド調査に参加し、そ

の後 Oxfam 支援によりオランダでジェンダー主流化促進のマスター・トレーナー研修も受けて

いる。ジェンダーに対するコミットが強く、また調査実績も多いことから様々な分野で協力関係

が築けると思う。Dr. Husnia を核として、同センターの調査・研究部門、研修部門と協力体制を

組むことも可能である。 
 
② Yemen Women’s Union in Taiz 
 イエメンの最大 NGO 機関である Yemen Women’s Union のタイズ支部である。支部長は Ms. 
Souad Al-Absi で、タイズ州の社会・福祉事務所の職員でもある。同ユニオンは Oxfam 及び世銀

の支援を受けて 2 種類の女性の法的保護に関したプロジェクトを実施している。具体的には姦通

罪等で不当に逮捕され収監されている女性の人権保護・裁判支援と出所後の経済的自立支援を目

的とする裁縫技術指導、を行っている。 
 Ms. Souad はジェンダーにコミットが高く、Oxfam、WNC 等との関係・結びつきも強い。彼女

は、女性の組織化、女性の早期婚撤廃等にも積極的に取り組んでいる。女性の組織化はコミュニ

ティの女性リーダーが可能な場合はその女性を中心に進めており、JICA 案件の対象地域におけ

る組織化及びユニオンの女性センター設置の状況は以下の通りである。 
 
郡名 ユニオン事務所・セ

ンターの有無 
組織化された女性

グループの有無 
女性グループが組織化されてい

る Sub-District／コミュニティ名

Mawiiyah 無 有 Markes Al-Moudriya 

Same 無 有 Same Bani Yousouf 

Maqbanah 最近事務所開設 有 Al-Hukeeif 

Al-Makha 無 有 Zahra 

Al-Wziiya センター 有 Roukiya 

Dhubab 無 無 無 

 
 同ユニオンは、組織化した女性グループ等に対し、同ユニオンのセンターを使って裁縫教室を

長期、継続実施している。タイズ市内のユニオン内でも定期的に教室が開かれているが、地方

（2004 年は Al-Waziiya）でも教官が赴き、関心のある女性を対象に研修が実施されている。ユ

ニオンは複数の教官を抱えており、研修責任者はエジプトで研修を受けた熟練者である。農村
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部・沿岸部の限られた所得向上手段の一つとして、ミシン等の機材・研修施設が可能であれば裁

縫の研修は効果的である。 

 
③ 非識字撲滅・成人教育促進プログラム（Alleviating Illiteracy and Promoting Adult Education 

Program） 
 政府は、成人非識字率の撤廃に向けて、教育省管轄の組織として非識字撲滅・成人教育促進委

員会を設置し、プログラムを実施している。タイズ市内の教員養成校と同じ敷地内にその事務所

はあり、タイズ州内の成人教育プログラムの実施を行っている。政府によるこの成人教育のカリ

キュラムはレベル別に数段階に分かれており、一定期間の就学を経ると正規の教育を修了したの

と同等の資格が得られる特典があり、また学校、各種情報、技術取得へのアクセスのなかった女

性に就学と所得向上の機会を提供している。2003/2004 年の統計で、タイズ州全体で 446 箇所、

850 前後の教室が開かれており、合計 12,000 弱の成人男女（圧倒的に女性が多い）が参加してい

る。 
 
表：2003/2004 タイズ州郡別成人教室参加者数 

登
録
者
数

出
席
者
数

合
格
者
数

失
格
者
数

欠
席
者

参
加
遅
れ

登
録
者
数

出
席
者
数

合
格
者
数

失
格
者
数

欠
席
者

参
加
遅
れ

登
録
者
数

出
席
者
数

合
格
者
数

失
格
者
数

欠
席
者

参
加
遅
れ

1 Al-Qahirah 20 402 267 177 11 79 135 298 220 155 18 47 78 162 108 76 17 15 54
2 Al-Mudhaffar 15 390 347 387 11 49 43 181 122 102 4 16 59 156 95 83 - 12 61
3 Sala 15 396 344 206 12 126 52 298 217 159 8 50 81 101 90 62 8 20 11
4 At-Taiziya 63 1,422 1,001 868 59 74 421 443 323 305 3 15 120 243 195 178 7 10 48
5 Saber Al-Mawadem 54 564 289 286 - 3 275 747 255 242 8 5 492 503 276 265 4 7 227
6 Mashra'a & Hadnan 15 990 750 712 6 32 240 45 - - - - 45 78 - - - - 78
7 Maawiyah 1 28 - - - - 28 - - - - - - - - - - - -
8 Khadeer 4 112 94 93 1 - 18 32 32 31 1 - - - - - - - -
9 Haifan 35 274 258 221 6 31 16 655 543 479 14 50 112 159 76 66 8 2 83
10 Same' 4 25 25 22 - 3 - 106 - - - - 106 10 - - - - 10
11 As-Selw 15 1,368 1,150 939 115 96 218 90 64 61 - 3 26 42 - - - - 42
12 Ash-Shimayatain 3 - - - - - - 38 18 18 - - 20 46 - - - - 46
13 Al-Mawaset 68 174 167 143 13 11 7 286 163 161 2 - 123 1,092 480 465 10 5 612
14 Al-Ma'afer 24 2,189 1,327 1,177 34 116 862 33 33 23 4 6 - 64 56 36 8 12 8
15 Al-Misrakh 10 51 51 51 - - - 195 142 139 - 3 53 82 30 26 - 4 52
16 Gabal Habashi 7 167 112 112 - - 55 180 160 160 - - 20 - - - - - -
17 Maqbanah 21 336 142 107 13 22 194 273 225 216 1 8 48 238 183 172 6 5 55
18 Ar-Rawnah 24 466 221 212 3 6 245 71 41 34 7 - 30 153 101 91 3 7 52
19 As-Salam 22 284 189 173 12 4 95 287 117 112 5 - 170 157 146 143 2 1 11
20 Al-Makhaa 17 410 112 97 11 4 298 229 123 104 14 5 106 87 51 46 4 1 36
21 Mawza' - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 Al-Waziiyah - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 DhuBab 9 276 35 22 9 4 241 187 17 6 10 1 170 65 17 7 10 - 48

446 10,324 6,881 6,005 316 660 3,443 4,674 2,815 2,507 99 209 1,859 3,438 1,904 1,716 87 101 1,534

フォローアップ・段階

郡No.

Total

基礎段階
第1フェーズ 第2フェーズ

実
施

箇
所
数

 
出所：タイズ州非識字撲滅・成人教育促進プログラム事務所(原文アラビア語を Mr. Amin が英訳) 
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カリキュラム及び資格付与の制度は下記の通り組み立てられている。 
レベル 期間（実質） 付与される一般教育と同等の 

修了資格 

フェーズ 1 1 年（6 か月） G1&G2 修了 基礎段階 

フェーズ 2 1 年(6 か月) G3&G4 修了 

フォローアップ段階 1 年(6 か月) G5&G6 修了 

完了段階 3 年間の自習 G9 修了時の全国共通試験に合格し

た場合のみ、基礎教育修了 

 
成人教育は一般の生徒と一緒には勉強せず、プログラムが雇用する専用の教員から授業を受ける

（ただしG9の終了試験は一緒に受ける）しくみになっている。成人教育の教室の応募のプロセスは、

可能であればラジオ、新聞を通して情報を流す場合もあるが、DEO 職員等が村を訪問して積極的に

情報を流す活動は全くなされていない模様である。郡のプログラムセンターあるいはタイズのプログ

ラム事務所で応募を受け付け、必要に応じて参加者のレベル（就学経験のある人）確認試験を実施し、

新規開設の場合は教員（G12 以上の学歴を有する者）の手配も同じコミュニティから行う。しかし、

同プログラムの予算不足により、教員の雇用が出来ず、多くの場合がコミュニティの女性ボランティ

ア教員に依存している状況である。ボランティア教員の中にはプログラムの期間中に辞める者もおり、

成人教育の継続・成功のためには教員へのインセンティブの補助が不可欠である。 
 成人プログラムはタイズ州内に 13 の女性センターを設置しており、裁縫、編み物、保健に関して

学べる場として地域の女性に提供している。ただし、研修実施の予算はついておらず、センターに設

置されているミシン等が自由に使えるが、材料費は個人負担となっている。女性センターが設置され

ている、JICA 案件対象郡は、Maqbanah 及び Al-Makha の 2 郡である。 
 

８． JICA プログラムに期待される事項 

（１） 女性へのアクター（担い手）としての意識付け 

女子教育促進に向けて、女子就学の阻害要因となっている事項（男女共学クラス、女性教員不

足、フェンス・トイレ・机・椅子等の未整備、手伝い等）の対策をこうじる短期的視点はもちろ

ん、教員や両親による学業に関するフォローを充実させ、学ぶ喜びを女子生徒が感じ、継続就学

を自らの強い意思によって決定されるよう図っていくことが重要である。 
また、女子教育を促進するためのコミュニティの JICA 案件参加においては、母会等の女性組

織メンバーに対し、成人教育等の受益者としてだけ捉えるのではなく、女子教育促進のアクター

として彼女たちが意思決定のプロセスに参加し、なんらかの役割を担える機会を提供していくこ

とが重要である。彼女たちのエンパワーメントのみならず、自分たちの果たすことができる大き

な役割に気付くことで娘を学校に送り続ける原動力にもつながると考えられるからである。 

 
（２）社会・文化的慣習への配慮 

学校同様にコミュニティの活動において、男女別の習慣は根強く、父会、母会等の会合は別々

に行うことが女性の意見を吸い上げる上でも望ましい。また、女性が単独でコミュニティ外に移

動することは社会規範的に難しく、研修やワークショップへの参加について問題がある場合は、
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夫の同伴を依頼する、等の配慮が必要である。 
また、地域の別に関わらずジェンダー別役割意識が根強いことから、女性の家事や農業に携わ

る時間帯・時期を考慮した活動計画作りが不可欠である。水の問題がそれ程顕著でない限り、一

般的に一日の中で多くの女性が家事で忙しいのは午前中で、昼食の後かたづけ、お祈りの終わっ

た午後 3 時半以降に時間的余裕がある。また農村地域では農繁期は 6 月頃の種まき、10 月 11 月

の収穫期であるので、それ以外の時期になるべく活動を設定する必要がある。 

 
 

第３章 コミュニティ参加 

１． 政府方針 

（１） コミュニティ参加促進の意義 

 イエメンの基礎教育の就学率が低い主要原因のひとつに、両親やコミュニティの住民の教育に

対する意識の問題があげられる。学校長や教員は学校に来る子供に対するアクセスは持つものの、

学校に全く来られない子供へのアクセスは持ちにくい。新学期前に多くの学校関係者は市場（ス

ーク）等の人の集まる場所で子供を学校に行かせるよう呼びかけるが、短期間の不特定多数を対

象とするキャンペーンでは新学期が始まる情報普及程度に留まりがちである。また、教員が学校

で教える時間は僅か 5 時間で、予習や復習のケアーは本来家族の役割である。その意味で、継続

的に保護者に対して子供の就学と家庭での学習環境整備を啓蒙する活動は、就学年齢の子供やそ

の保護者をよく知っているコミュニティの住民が中心となって行うことがより容易であり、効果

的であると考えられる。 

 

（２） 教育省の方針・BEDS 
 教育省は、BEDS（Basic Education Development Strategy）において、優先 8 課題のひとつにコ

ミュニティ参加の促進をあげている。また、BEDS の中で、その問題点として、①コミュニティ

参加を促進する法的・制度的整備が不十分である、②コミュニティ参加の意識が低い、等があげ

られ、結果、コミュニティの参加があまり得られず、学校関係者とコミュニティの間に民主的で

開かれた対話がなされず、信頼関係も構築されていないと分析されている。課題としては、①学

校関係者やコミュニティに対してコミュニティ参加の重要性に関する意識向上を図る、②コミュ

ニティ参加への動機付けや組織化のための法的措置の改善を図る、③学校関係者とコミュニティ

の協力体制の仕組みを活発化させる、④コミュニティ参加を促進するソーシャルワークに関する

学校関係者等の技術の向上を図る、が設定されている。 

 

（３） コミュニティ参加促進のための法整備 

 教育省は、コミュニティ参加促進及びコミュニティと学校の協力関係構築を目的に、各学校に

おける父母会の設置を奨励する主旨で、2002 年に父母会規則の実施に関する法令(No.103)を発令

している。同法令は、①名前、定義、目的、②原則、③父母会の組織化と義務、④学校施設の維

持管理における父母会の役割、の 4 章から構成されている。 
 第 1 章において、父母会規則は、父母会が学校行事の計画をし、学校で起きている様々な問題

を把握し、その問題解決を図るための手法・方法論とし活用されることを目的としている、と定

められている。また、父母会が達成すべき義務として 10 項目挙げられており、その内容は、①
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学校、家族、社会の関係強化、②生徒の教育環境を保護者に知らせる、③学校・保護者間の会合

を定期的に開催し、問題がある場合はその解決を図る、④年間学校計画の計画実施に積極的に参

加する、⑤保護者や生徒を学校行事に招待し、参加を促す、⑥学校の生徒に対する包括的な育成

に協力する、⑦関係機関と協力して、学校の美化キャンペーン等を通して保健や環境に対する意

識をあげる、⑧専門家の協力を得て、生徒や両親の教育に対する意識向上を目的とする会合、セ

ミナー等を準備する、⑨学校に対する否定的な伝統的価値観を防ぐ方策を取る、⑩学校における

各種学習プロセスの向上に寄与する、である。 

 第 2 章では、父母会の活動は倫理的な原則・価値観、管理運営能力に基づいてなされるべきと

している。父母会は女子が教育を受けられるよう奨励し、女子の就学を促進することに対して責

任を追っているとしている。更に、社会における母親（女性）の効果的な役割を奨励するために

父会だけではなく母会を女子校では設立するよう示唆している。また、父母会の組織化には、全

レベルの教育行政官及び Local Councils が協力するべきとしている。その他、上述の父母会の義

務に即して、学校とコミュニティの協力関係構築等があげられている。 

 全体として、GTZ が実施する BEIP（Basic Education Improvement Project）の内容に即して、こ

の法令が作られた印象が強い。GTZ のプロジェクトについては後述するが、例えば、保健と環

境の意識向上は GTZ が 1995 年から進めているコミュニティ参加の中心的課題であり、学校の施

設維持管理や学校行事の奨励も同様である。また、BEDS も GTZ 支援で作成されている事情か

ら、その中でソーシャルワーク関係者の技術向上の課題があげられているのは、GTZ の BEIP で

コミュニティ参加促進のメカニズムとしてソーシャルワーカーが使われていることによってい

ると思われる。 
 

（４） コミュニティ参加促進のためのマニュアル 

 GTZ の支援により、教育省は父母会の組織化、活性化に関するマニュアル作成している。2005
年 3 月現在、教育省からの承認がおりておらず、ドラフトの状態である。GTZ の Dr. Dagmar に
よると、マニュアルは教育省によって 3 月中には承認される予定で、承認後、各州教育事務所

（DEO）の所長をサナアに招待し、コミュニティ参加の重要性と父母会設置に関するワークシ

ョップを開催する予定とのことである。 

 

（５） 組織編制 

 女子教育課同様に、コミュニティ参加課が教育省内一般基礎・中等教育部（General Dept. for 
Basic and Secondary Education）の下に設置されている。しかし、組織改変の予定があり、2004
年 12 月に教育省次官 Mr. Hassam Ba’oun にインタビューした際は、コミュニティ参加課、女子

教育課それぞれが独立した部に昇格する要請をしているとのことであった。2005 年 3 月現在、

タイズ州教育事務所関係者の話では、コミュニティ参加課が部に昇格し、その下に女子教育課と

特殊教育課が設置されるという話があり、決定事項のフォローをする必要がある。タイズ州教育

事務所(GEO)には、コミュニティ参加課は設置されておらず、JICA 案件実施に伴い短期的対策

として女子教育課にコミュニティ参加課が組み込まれる予定である。 
 

２． コミュニティの役割 

 筆者が実施した調査において、女子教育の制約条件で最も多かったのは、両親の教育への不理
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解及び意識の問題で、以下、学校（女子校）が近くにない、女子校ではなく共学であるため、女

性教員不足、家庭の手伝い、早期婚、貧困（男子を優先）等が続く。全ての要因が社会・ジェン

ダーに基づく伝統的価値観によるものである。社会に長く根付いた価値観を変えることは非常に

困難ではあるが、住民間の情報の普及と啓蒙活動によって変わっていくことは確かである。従っ

て、女子の就学率向上及び中退率の低下に、コミュニティ参加による啓蒙活動が果たす役割は大

きいと考えられる。 

教育分野には、女子教育促進のほか、教員の資質向上や資格付与、カリキュラム開発、教員採

用の増員、学校建設等様々なニーズを抱えているが、予算、制度の不整備、人的資源・キャパシ

ティ不足等により思うように進んでいないのが現状である。政府によって引き続き問題改善の方

策がとられる必要性と同時に、学校及びコミュニティが一緒になって独自の問題を見極め、問題

解決を図っていくことが、コミュニティ全体のエンパワーメントにつながり、何より必要である

と思われる。 

 

３． インタビュー結果におけるコミュニティの役割 

（１）コミュニティ・学校の認識と可能性 

筆者が調査を実施した 9 校の中で、コミュニティが積極的に学校支援を行っているのは 1 校

（Maqbanah）のみで、その内容は学校建設、寄付、等であった。父会、母会共に設置されてい

るのは 2 校（Maqbana、Saber）のみであった（ただし Saber の母会は形だけで実体が伴わない）。

また、どの学校でも父会は設置されているものの活動が行われていない学校が殆どであった。 
校長及びコミュニティの代表者の意見の中では、学校と保護者との関係がいいと応える一方で、

保護者が積極的に学校とかかわりを持っていると応える人は少なかった。保護者が学校運営（就

学率向上や中退防止含む）に対する役割や責任について認識していると応えた人も殆どいなかっ

た。保護者の中には、保護者の役割を学校への寄付と勘違いしているという意見もあった。反対

に、学校長や教員の学校とコミュニティのインターラクションの重要性に関する認識についても、

人によりその度合いは異なり、特に沿岸部の学校の意識や認識は低いようであった。全体として、

女性教員（特に Mawiya や都市部）や母親の方が学校とコミュニティの積極的インターラクショ

ン、父母会への参加、その活動に関心を示している印象だった。 
コミュニティにおける既存の組織や相互扶助に関して質問をしたが、通訳が相互扶助の意味を

あまりよく解せず、得られた情報は非常に限られ、また精度についても問題があると思われる。

WFP 担当者によると、WFP 支援地域（沿岸部が中心）では食糧支援のために各学校で女性によ

る委員会が作られており、公正な食糧配布に役割を果たしているという。調査を行った地域の中

では、Dhubab や Maqbana では女性対象の識字教室や女性アソシエーションの組織化もなされ、

Same には男性のアソシエーションが組織化されているようである。また、Maqbana や Same で

は農作業における相互扶助の習慣があるほか、Same では隣組による水汲みの当番制の仕組みが

取られているようである。組織を一から作ることは容易ではなく、またその機能化はもっと困難

なプロセスを伴う。既存の組織や相互扶助の習慣が残るコミュニティはコミュニティ間での結び

つきが強く、コミュニティで活動を行う意識も高いと思われ、父母会を中心として活動が比較的

行いやすいと考えられる。 
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（２） コミュニティの役割の具体例 

① 啓蒙活動 

 女性教員及び女子学生の意見として多かったコミュニティが果たすべき役割は、学校関係者と

ともに行う啓蒙活動であった。特に中退の大きな要因である、G5 あるいは G6 以降の共学への

抵抗、G6 以降女子に教育は必要ないとする考え、早期婚、等に関しては啓蒙活動を父母会等の

組織を中心として行っていくことが望ましい。また、多くの家庭で娘の就学や中退の決定権を持

つ父親に対してアプローチが重要である。モスクでの説教等を利用した啓蒙の重要性を上げる意

見もあった。 
 休みがちになっている男女学生や中退をしてしまった男女学生のフォローについて、学校と共

に父母会も役割を担うべきである。成人教育の紹介等学校教育以外の学習の機会の情報提供も重

要になる。また、貧困や早期婚という家庭の問題に対して外部者がかかわりにくい問題について、

コミュニティがいかに関わっていくかが課題となる。コミュニティのリーダー等を巻き込んだ村

ぐるみの取り組みが必要になるであろう（村の結びつき度合いによる）。 
 
② 教育の改善への役割 

 就学率の向上に加え、学校教育の質の改善においてもコミュニティが果たすべき役割は大きい。

生徒が多すぎて教員がかまいきれない、両親が子供の教育をフォローしない、等の問題はインタ

ビューで数人が指摘したが、その問題の対策として具体的な意見はあまり出なかった。Mawiiya
の女性教員が、生徒を通して（手紙等）、保護者に生徒の学習状況や学校の予定を伝える試みを

始めたと話していた。GTZ は、BEIP で支援するイッブの学校の父母会は成績優秀者の表彰のほ

か、中間・学期末試験の結果を受けて成績の悪い生徒に関する原因・対策の話し合いを教員と持

つ、等の活動を行っているとのことであった。生徒が多すぎる、手伝いで学校を休みがちである、

男性教員には質問できない、等の弊害から勉強についてこられない子供に対するフォローを父母

会が中心になって、保護者及び教員の意識改革と対策を考えていくことが重要である。 
 
③ 遠隔地の教員不足問題へのコミュニティの取り組み 

 教育の質（多すぎる生徒数）にも関連するが、特に農村部の男女共学の問題解決として、学校

の教室増設（あるいは机と椅子の整備）、教員（女性）の増員、男女別クラス編成が急務になっ

ている。そのためには、何より、予算の確保、制度化、そして学校とコミュニティの取り組みが

必要である。予算をいかに確保するか、また限られた予算や人員の中で、根本的な問題の把握と

その問題解決のための対策と実行には様々なアレンジを伴う。そのアレンジは学校とコミュニテ

ィが話し合い協力して担っていく義務である。得られた予算を基にした教員の促成採用等の決定

事項は、必要があれば、制度化、機能化を図るのは郡教育事務所（DEO）、州教育事務所（GEO）

の役割である。 
 

４． ドナー、関連機関の取り組み 

（１）GTZ の BEIP（Basic Education Improvement Project） 
 コミュニティの参加を促進する取り組みをしている主要ドナーは GTZ である。GTZ は 1995
年から 2002 年まで、現在実施中の BEIP の前身である、Health & Environment Education Project
において、草の根レベルでの学校対象の健康と環境教育に関する普及活動を行った。このコミュ
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ニティを巻き込んだ活動での経験が、BEIP におけるコミュニティ参加促進の基礎となっている。

BEIP では、現在、中央レベルにおいてコミュニティ参加、教育情報整備、教員研修の 3 分野に

関しドイツ人アドバイザーを派遣し、各分野の法・制度整備支援、技術支援を行っている。同 3
分野の決定事項の実施、特に州・郡教育関係者への研修、モニタリングが対象 4 州（Ibb, Abyan, 
Mareb, Hajjah）で実施されている。 
 コミュニティ参加の分野では、いかに持続可能な手法でコミュニティ参加による学校教育に関

する問題解決が図れるかに焦点が当てられている。そのため、学校・コミュニティレベルでは外

部からの人材投与はせず、政府組織である州教育事務所（GEO）、郡教育事務所（DEO）及び比

較的大きな学校に配置されているソーシャルワーカーをファシリテーターとしてコミュニティ

と学校の対話とその協力体制を活性化させる仕組みを採用している。具体的な体制としては、州

レベル（GEO）において、ガイダンス課に所属するソーシャルワーカー2 人がマスタートレーナーと

して、各郡から 2 人ずつ選定されたソーシャルワーカーを TOT として養成し、養成された TOT が担

当郡のクラスター校でその対象学校のソーシャルワーカーあるいは担当教員に対して研修を行う、と

いう体制を取っている。各学校のソーシャルワーカー、あるいは担当教員は、保護者に対し、父会、

母会の設置をすすめ、会合や実際の活動を通して組織強化に努めているとのことである。 

 

（２）SFD（Social Fund for Development）の Program for Girls’ Education in Rural Areas 
 SFD は Program for Girls’ Education in Rural Areas の実施に先駆けて、2001 年に 5 州（Taiz, Amran, 
Al-Daleh, Al-Hodeidah, Saadah）を対象に女子教育の現況調査、特に女子就学の制約条件把握のための

PRA を実施した。タイズ州では、2 郡（Mawiya, Maqbana）で実施された。調査地域における主要な

女子教育の制約条件は、男女別の学校が少ない、女性教員不足、貧困と判明し、SFD は、2002 年か

ら 2006 年の 5 年間、意識向上（キャンペーン）、父母会を含む住民グループの組織化・能力向上、学

校教育改善、学校建設等のコンポーネントからなる女子教育向上プログラムを実施している。対象地

域は前述の 5 州で、予算は約 3million USD である。 
意識向上を促進する仕組みとして、対象各州において、男性 2 人、女性 2 人を 1 チームとする

Community Participation Team を編成し、彼らに対して研修を行い、彼らがファシリテーターとなって

対象 Sub-District のコミュニティの住民の意識向上を促すとともに、コミュニティでファシリテータ

ーとなれる人材発掘と指導を行っている。また、このチームメンバーは、別コンポーネントで建設さ

れる八つの女子校で、父会、母会、父母会のいずれかを状況に応じて設置し、女子教育促進の活動実

施を促すことになっている。同様に、対象各州において、男性教員 2 人、女性教員 2 人を 1 チームと

する Education Team を編成し、彼らに対して研修を行い、彼らが TOT となって対象 Sub-District の男

女教員に対して研修を行う仕組みをとっている。 
 

５． 効果的アプローチと課題 

（１） コミュニティ既存の人材活用と課題 

 GTZ は各学校のソーシャルワーカーあるいは教員をコミュニティの組織化や意識向上に活用

する仕組みをとり、UNICEF は Child Development Project（コミュニティ参加促進の活動は行っ

ていないが）において、コミュニティ内を仕事で移動する女性（野菜の販売、助産婦、等）を研

修し、女子教育促進のモーティベーターとして啓蒙普及に活用している。一方で、SFD は雇用

された外部の人間が対象コミュニティの適切な人材を発掘し、研修・指導して、直接的な活動促
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進係として活用する仕組みを採用している。いずれにしても、意識向上や組織化は時間と忍耐力

を要するプロセスであり、外部の人間が不定期、短期間にコミュニティを訪問して達成できる活

動ではない。既存の組織、あるいは同一コミュニティの人材活用は時間とコスト節約、持続可能

性の観点からも不可欠な条件である。 
しかし、すべてのコミュニティにおいて、コミュニティ参加や女子教育促進に理解力があり、

住民の意識向上に積極的に取り組み、リーダーシップを発揮できる住民男女がいるとは限らない。

コミュニティの人材の意識のありよう、能力に因るところが大きく、リスクも高い。GTZ の仕

組みにおいては、ソーシャルワーカーが全ての学校では可能ではなく、教員が代行をしても、多

くの農村部では教員は男性である。母会やコミュニティの女性にいかにアプローチするかの課題

が残る。UNICEF の取り組みは野菜の販売人対顧客、助産婦対妊婦といった組織的なつながりで

はなく個人的なつながりによる啓蒙普及でありインパクトが弱いという観が否めない。また、

SFD のコミュニティ内での人材活用は、しっかりとした連携体制とインセンティブが不可欠の

ように思われる。 
 

６． JICA プログラムに期待される事項 
（１） 民主的なプロセスの確保とモニタリング 

 女子教育の促進に対し、学校・コミュニティ関係者が自分たちにはどのような問題・ニーズが

あり、どのような優先順位で対策を取るべきかを話し合うプロセス及びその実施は住民男女によ

る参加型で民主的であることが大前提である。しかし、一般的に、多くの学校関係者や住民が、

住民参加（特に女性の参加）や民主的なプロセス（特に女性の意思決定段階への参加）について

知識・経験を持たないのが現実である。従って、初期段階からその原則、やり方徹底を時間をか

けて図ることが、持続可能性の観点から非常に重要である。一部の関係者・権力者による密室で

の決定を排除し、性別、社会的地位等の別によらず、関係する全ての人が意見を言え、民主的に

決定されるプロセスをいかに確保していくかが、最大の課題になるであろう。話し合い、決定の

プロセスを公平・公正にするためには、民主的な方法が根付くまでは第 3 者、ファシリテーター

の存在が不可欠である。それは JICA 案件では、学校、コミュニティの末端で父母会の組織化や

活動促進を行うモーティベーターの意識、能力、人間性等に大きく因ることになる。モーティベ

ーターへの研修、支援体制をどう整備するかも課題となる。また、各対象の学校及びコミュニテ

ィがどのようなプロセスで話し合いを行い、決定し、計画を作り、活動を行っているかの記録を

モーティベーターあるいは DEO が取ることとし、関係者がプロセスと進捗のフォローができる

モニタリングの仕組みと体制を整えることが重要である。 

 

 

第４章 教員にかかる諸制度の動向 

１． 教員養成制度 

（１）教員資格 

 イエメンでは教員採用資格として教員免許証の交付はなされていない。1993 年以前は G6 ある

いは G9 終了後の教員養成学校（2 年間）修了者にも教員資格が与えられていたが、それ以降は、

4 年制大学の教育学部あるいは教科に関連した学部の修了者及び中等教育（G12）卒業後の教員

養成校（2 年間）修了者のみに教員資格が与えられている。また、2004/2005 年より政府の方針
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により、教員養成校における新卒対象の教員養成プログラムが実施されないこととなった。従っ

て、2005/2006 年以降、教員養成校から卒業生は出ないことになり、今後教員資格は 4 年制大学

の卒業生のみに限られることになる。教員養成校における新規教員養成の中止は、新規教員を養

成しても政府による教員採用数の大幅な増数が望めないことが要因とされている。 
 学部卒と教員養成校卒の教員は、基本的に教えられる学年で区別されており、学部卒の教員は

基礎教育の G7 から G9、及び中等教育の G10 から G12（専攻した科目）を、教員養成校卒の教

員は基礎教育の G1 から G6 を教えることとなっている（ただし農村部等の教員の不足した地域

では原則通りでない場合が多い）。 
 2003/2004 年の統計によると、イエメンには基礎教育、中等教育の教員は合わせて 171,517 人

いる。このうち、1993 年以降の教員資格者である G12＋教員養成校修了と学士修了者は全体の

54.5％である。タイズ州では 60.2％を占める。 
 
表：2003/2004 学歴別教員数 

G12+2(Diploma)
それ以上

基礎教育修了
それ以下

1 Ibb 8,999 8,850 17,849
2 Abyan 3,342 3,941 7,283
3 Sanaa City 9,402 3,040 12,442
4 Al-Baida 2,449 1,733 4,182
5 Taiz 16,018 10,588 26,606
6 Al-Jawf 1,008 1,237 2,245
7 Hajjh 4,359 6,053 10,412
8 Al-Hodeidah 6,529 8,400 14,929
9 Hadramout 5,745 4,584 10,329

10 Dhamar 5,013 5,804 10,817
11 Shabwah 1,824 2,393 4,217
12 Saadah 2,236 1,957 4,193
13 Sanaa City 5,042 2,504 7,546
14 Al-Daleh 2,301 2,030 4,331
15 Aden 3,733 2,036 5,769
16 Amran 4,230 2,970 7,200
17 Laheg 5,091 4,929 10,020
18 Mareb 1,656 1,070 2,726
19 Al-Mahweet 3,054 1,575 4,629
20 Al-Mahrah 466 403 869
21 Ryma 1,093 1,830 2,923

93,590 77,927 171,517

合計
教員数

州名

合計  
出所：教育省、2003/2004 教育統計 

 

（２）タイズ大学 

タイズ州には、国立タイズ大学に教育学部があり（1985 年サナア大学の分校として開校、1995
年から独立）、14 の専門科目が設置されている。14 科目はイスラム教学、アラビア語、英語、地

理学、歴史、物理、化学、数学、コーラン、教育心理学、幼稚園教育、心理学・ガイダンス、特

殊教育である。学部長の下に 2 人の副学長（教務担当、庶務・学生担当）、各 14 学科、庶務課、

学生課等が組織されている。2003/2004 年の学生数は 4 学年の合計で 8,927 人、うち女子学生は

4,267 人である。専門科目別の生徒数を見ると、不足していると言われている理数系にやや人気

が集まっているようである。また、ソーシャルワーカーを目指す学生が教育心理学を専攻してお

り、僅かではあるが特殊教育を目指す学生もいる。 
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表：2003/2004 タイズ大学教育学部生徒数 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F

1 イスラム教学 _ _ _ _ _ _ _ 26 23 49 73 97 24 11 205 113 125 13 8 259 297 264 561
2 アラビア語 30 40 37 28 135 60 76 26 31 193 110 81 26 14 231 115 77 10 7 209 466 354 820
3 英語 56 120 4 8 188 64 111 26 38 239 68 160 1 7 236 77 117 _ 4 198 298 565 863

4 地理学 _ _ _ _ _ _ _ 6 12 18 38 50 31 22 141 84 110 17 10 221 238 204 442
5 歴史 _ _ _ _ _ _ _ 10 11 21 60 71 30 19 180 96 146 31 20 293 287 267 554
6 物理 132 79 38 10 259 167 90 49 24 330 139 84 7 2 232 119 59 _ _ 178 665 348 1,013

7 化学 68 99 35 17 219 88 96 47 30 261 162 130 4 8 304 87 68 3 1 159 502 449 951
8 数学 106 87 32 12 237 181 137 55 40 413 212 193 20 25 450 113 100 3 4 220 762 598 1,360
9 生物 40 85 20 5 150 43 77 13 28 161 28 69 _ 2 99 17 54 _ _ 71 161 320 481

10 コーラン 100 88 28 8 224 235 211 209 155 810 283 214 _ _ 497 _ _ _ _ _ 855 676 1,531
11 教育心理学 _ _ _ _ _ _ _ 2 1 3 31 22 9 17 79 53 68 5 2 128 118 110 228
12 幼稚園教育 _ 18 _ 15 33 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 33 33

13 心理ガイダンス 16 20 7 2 45 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23 22 45
14 特殊教育 2 14 7 22 45 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 36 45

550 650 208 127 1,535 838 798 469 393 2,498 1,204 1,171 152 127 2,654 874 924 82 56 1,936 4,681 4,246 8,927

Passed Remaining専門科目 Passed Remaining

4年生3年生

計Passed Remaining計計

合計

合計
計

計Passed Remaining

1年生

No.
2年生

 

出所：タイズ大学教育学部（Akram Amin 氏が英訳、筆者が和訳） 

 

入学資格者は、G12 修了時の成績で理系の場合 75％以上、文系 80％以上を取得している者と

定められており、英語及びコーラン専攻希望者は更に筆記試験と面接を受ける。専攻科目は受験

時に決めるが 1 年生終了時の試験に不合格した場合等は特別に科目の変更が可能となる（ただし

新科目で再度 1 年生をやり直す必要がある）。 
 タイズ大学教育学部のカリキュラムでは、必須取得単位数として 120 から 135 単位が義務付け

られており、内訳は大学による一般教養の必須単位が 15％、学部による必須単位が 25％、専門

科目による必須単位が 60％である。大学 1 年生時に一般教養、2 年生、3 年生時に学部の必須科

目、1 年から 4 年生を通して専門科目が取得される。また、3 年生時に教育実習の理論、4 年生

時には前・後期 1 年を通して週 3 時間の教育実習が課せられている。 
 

表 ：タイズ大学教育学部必須科目及び単位 

学年 No. 前期 単位 No. 後期 単位

1 Education Principles 2 1 Islamic Educational Thought 2

2 Development Psychology 2 2

1 Education Technology 1 2 1 Curriculum Analysis 2

2 School & Class Management 2 2 Educational Psychology 2

3 Curriculum 2

1 Comparative Educational Systems 2 1 General Teaching Methods 2

2 Environmental Education 2 2 Education Sociology 2

3 Field Application (Theory) 2 3 Education Technology 2 2

1 Principles of Educational Research 2 1 Educational Guidance & Advice 2

2 Special Teaching Methods 2 2 Planning 2

3 Evaluation & Measurement 2 3 Teaching Design 2

4 Field Application 1 4 4 Field Application 2 4

1st

2nd

3rd

4th

 
出所：タイズ大学教育学部（Akram Amin 氏が英訳） 
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（３）タイズ教員養成校 

タイズ教員養成校には 10 の専門科目が設置されており、科学部門には英語、基礎教育（G1-G3）、
心理学・ガイダンス、数学、科学の 5 科目、文学部門にはコーラン、アラビア語、社会、美術、

体育の 5 科目がある。学長以下、3 人の副学長(科学担当、文学担当、アドミ担当)、教官約 80
人（うち 6 人が女性：英語 1、科学 2、美術 1、コーラン 2、また 27 人が修士）、アドミ関連職員

13 人で構成されている。 
2003/2004 の学生数は、1 年生が 2,491 人、2 年生が 1,707 人であった。前述の通り、2004/2005

年は中等教育の新卒の学生の受け入れをしておらず、現在 2 年生の学生とインサービストレーニ

ングで資格付与を目的に入学した現役教員 70 人のみが通学している。 
カリキュラムは、1 年目に週 3 日（土、日、月）、2 年目に週 3 日（火、水、木）出席し、2 年

間を通して 44 コースの授業を取得することを義務付けている。これ以外に、2 年目には各学期 1
コースずつ教育実習のコースを取得しなければならない。 

 

２． 教員採用並びに配置状況 

（１）教員数 

 2003/2004 年の教育省の統計によると、全国の基礎教育・中等教育学校で教える男性教員は

104,441 人、女性教員は 30,779 人、合計 135,220 人である。同様に中等教育学校で教える男性教

員は 13,961 人、女性教員は 30,779 人、また基礎・中等教育学校で教える男性教員は 16,019 人、

女性教員は 1,972 人である。全教員に占める女性教員の割合は 21.6%で、全教員に占めるタイズ

州の教員の割合は 14％である。 
 

表：2003/2004 学校のタイプ別教員数 
基礎教育 中等

G 1-G 9 G 10-G 12
男性 3 ,658 1 ,002 538 5 ,198
女性 5 ,741 869 634 7 ,244
計 9 ,399 1 ,871 1 ,172 12 ,442

男性 15 ,155 2 ,945 3 ,261 21 ,361
女性 4 ,312 660 273 5 ,245
計 19 ,467 3 ,605 3 ,534 26 ,606

男性 9 ,254 1 ,028 916 11 ,198
女性 2 ,970 595 166 3 ,731
計 12 ,224 1 ,623 1 ,082 14 ,929

男性 6 ,720 1 ,069 51 7 ,840
女性 2 ,212 267 10 2 ,489
計 8 ,932 1 ,336 61 10 ,329

男性 1 ,185 422 15 1 ,622
女性 3 ,405 716 26 4 ,147
計 4 ,590 1 ,138 41 5 ,769

男性 104 ,441 13 ,961 16 ,019 134 ,421
女性 30 ,779 4 ,345 1 ,972 37 ,096
計 135 ,220 18 ,306 17 ,991 171 ,517

州名
基礎・中
等学校

合計

A den

イエメン全体

T aiz

S anaa C ity

A l-H ode idah

H adaram out

 
出所：教育省、2003/2004 教育統計 

 

（２）教員の採用形態 

教員の採用形態は、①正式採用、②契約採用、③外国人採用の 3 タイプに分かれる。この他、

無給のボランティア教員として採用の機会を待つ者も多数いる。これまで外国人教員は、アラビ
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ア語、英語、理数系教員不足の問題解決のために 4 年間の契約で採用されてきたが、2003 年以

降は契約終了後、その後任としてイエメン人、特に女性の契約採用が促進されている。イエメン

人の契約年数は 2 年間で、終了後正式採用される。 
タイズ州の場合は、正式採用教員数が 25,773 人（男性：21,007 人、女性：4,766 人）、契約教

員数が 636 人（男性：235 人、女性：401 人）、外国人契約教員数が 47 人（男性：39 人、女性：

8 人）と続く。ボランティア教員は男性 39 人、女性 54 人の合計 93 人にのぼる。 
教員の給与は、タイズ州教育事務所（GEO）教員課の担当者によると、①正式採用教員が 20,000

から 30,000 リヤル、②契約採用教員が 36,000（都市部）から 44,000 リヤル(農村・遠隔部)、③

外国人教員が$350 から$400 とのことである。 

 

表：タイズ州採用タイプ別教員数 

学校のタイプ 正式採用 契約 外国人契約ボランティア その他 合計
男性 14,963 122 13 35 22 15,155
女性 3,937 307 3 52 13 4,312
計 18,900 429 16 87 35 19,467

男性 2,867 52 13 3 10 2,945
女性 605 47 5 0 3 660
計 3,472 99 18 3 13 3,605

男性 3,177 61 13 1 9 3,261
女性 224 47 0 2 0 273
計 3,401 108 13 3 9 3,534

男性 21,007 235 39 39 41 21,361
女性 4,766 401 8 54 16 5,245
計 25,773 636 47 93 57 26,606

基礎教育学校

中等教育学校

基礎・中等教
育学校

合計

 

出所：教育省、2003/2004 教育統計 

 

（３）教員採用方法 

各学校は、教育省が定める標準教員割合(例：40 人の生徒に対し 1 人の教員が必要といった基

準)に基づき、補充教員数のニーズに関する提案書を作成し、郡教育事務所（DEO）を通して州

教育事務所（GEO）に提出し、GEO から教育省に送られる。しかし、新規の教員採用にかかる

全体予算は財務省により、またその予算額に合わせて人事保険省が全体採用人数を決める。この

全体採用人数の州への配分は、教育省、財務省、人事保険省のほか各州知事参加による委員会の

協議で決定される。州知事の力関係により、各州の新規採用人数は左右される傾向にある。決定

された新規採用数に合わせて、各 GEO が科目別、郡別の配置案及び候補者リストを人事保険省

に提出し、人事保健省が採用する教員の選定を行い、最終的に雇用される教員と配置を決定する。 
予算は財務省が、また配置は人事保険省が決定権を持っており、教育省は独自に教員の増員等

に関する対策を取ることは出来ない状況にある。また、教育省は教員の採用（男女別人数）・配

置（郡別）要請は各 GEO に任せており、教育省の役割は監督のみである。各州の GEO は採用

教員人数等について要請はあげるものの要請通りの採用枠を獲得することはし難く、また割り当

てられた採用人数に従って科目別・郡別の配置要請をあげても、人事・保険省が認める資格の教

員候補者でない場合は要請にあった採用結果にはならない。そのため、地方分権化で GEO の裁

量で決められる事項はないに等しい。 
 タイズ州では、2004/2005 年の新規採用の合計教員数は 390 人で、学歴別の内訳は学士修了者

が 340 人、G12+ディプロマ修了者が 48 人、G9+ディプロマ修了者が 2 人だった。GEO 教員課の
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担当者によると、ここ数年採用数はほぼ同数で、補充教員申請数の 7 から 10％程度の実績に留

まっているとのことである。 
 2005/2006 の各州の採用教員数は既に決定されており（2005 年 2 月）、全採用人数は 5,391 人

である。このうち、タイズ州に割り当てられた人数は僅か 310 人にしか過ぎない。人口、学校数

は増えている中、2004/2005 の 390 人より更に減少しており、何より他州の人口比を考えてもこ

の採用人数は公正とは言い難い。また、この 310 人の内 50 人は Al-Shimaytain 及び Al-Waziya に

割り当てるように教育省大臣から指示が出されていると言う。この理由は不明である。両州はタ

イズ州の南西部に位置する隣接州で、Al-Waziya は沿岸地域、Al-Shimaytain は農村地域に分類さ

れる。Al-Waziya の教員数は他州に比べると少ないものの沿岸部の中では良い状況で、また

Al-Shimaytain は全州の中でも教員数特に女性教員が多い州である。 
 

表：2005/2006 承認された教員雇用数 

教育学部 それ以外
Sanaa City 304 50 354 50 0 50 0 404
Sanaa 249 105 354 139 22 161 0 515
Aden 100 0 100 15 5 20 0 120
Taiz 230 0 230 80 0 80 0 310
Mukkala
(Hadaramout) 160 0 160 97 150 247 0 407

Sayun
(Hadaramout) 120 0 120 30 5 35 0 155

Al-Hodeidah 141 0 141 36 6 42 5 188
Laheg 100 0 100 98 0 98 0 198
Ibb 163 0 163 60 0 60 0 223
Abyan 125 0 125 55 20 75 0 200
Hajjah 200 0 200 75 10 85 0 285
Dhamar 200 0 200 90 31 121 0 321
Shabwah 59 0 59 110 40 150 0 209
Al-Mahrah 40 0 40 20 24 44 0 84
Saada 0 0 0 0 52 52 10 62
Al-Baida 160 0 160 35 15 50 8 218
Mahweet 85 5 90 83 27 110 0 200
Mareb 50 0 50 80 70 150 0 200
Al-Jawf 115 0 115 35 30 65 0 180
Amran 225 0 225 50 35 85 0 310
Al-Daleh 95 0 95 85 15 100 7 202
Ryma 400 0 400 0 0 0 0 400

合計 3,321 160 3,481 1,323 557 1,880 30 5,391

小計 合計
その他の

雇用州名
学士号 G12+2 G12小計

 
出所：教育省、筆者が教育省人事部長 Mr. faisal Ahmed Ghalep より入手 

 

（４）教員配置の問題 

 タイズ州では、都市部に G1 から G6 の教員、特に女性教員が余剰に配置され、反対に農村部

は教員が不足の傾向にある。男女別の教員数は圧倒的に男性が多い一方で、男性教員の不足が出

ているのは、農村部、沿岸部は女子校が少なく、また女性の教員候補者が少ないため、男性教員

の要請が多く出されているという弊害を反映している。G7 から G9 の科目別の不足教員はコー

ラン、英語、数学に多く見られる。同様に女性教員の要請数が少ない。 
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表：2003/2004 タイズ州 G1-G6 教員需要と不足教員数 

M F 計 M F 計 M F 計 M F 計

コーラン
Ｇ１－Ｇ４

705 136 841 520 223 743 185 - 185 - 87 87

一般科目 13,245 2,448 15,693 11,008 3,608 14,616 2,237 - 2,237 - 1,160 1,160

合計 13,950 2,584 16,534 11,528 3,831 15,359 2,422 - 2,422 - 1,247 1,247

G1-G6 教員数 不足教員需要数
科目

余剰教員数

 
出所：GEO in Taiz（Akram Amin 氏が英訳、筆者が和訳） 

 
表：2004/2005 タイズ州 G7-G9 教員需要と不足教員数 

M F 計 M F 計 M F 計 M F 計

コーラン 551 114 665 310 55 365 241 59 300 - - 0

イスラム教 822 162 984 848 211 1059 - - 0 26 49 75

アラビア語 1147 235 1382 1158 167 1325 - 68 68 11 - 11

英語 1117 234 1351 540 152 692 577 83 660 - - 0

数学 1239 243 1482 782 151 933 457 92 549 - - 0

科学 927 198 1125 762 160 922 165 38 203 - - 0

社会 980 206 1186 998 134 1132 - 72 72 18 - 18

実験 148 41 189 36 29 65 112 12 124 - - 0

体育 219 26 245 39 22 61 180 4 184 - - 0

美術 178 48 226 25 25 50 153 23 176 - - 0

社会科学 93 35 128 38 38 76 55 - 55 - 3 3

図書 125 45 170 29 34 63 96 11 107 - - 0

家庭科 2 47 49 - 19 19 2 28 30 - -

合計 7,548 1,634 9,182 5,565 1,197 6,762 2,038 490 2,528 55 52 107

余剰教員数
科目

需要教員数 教員数 不足教員数

 

出所：GEO in Taiz（Akram Amin 氏が英訳、筆者が和訳） 

 
既述の通り、教員の全体採用数が少ないことはもとより、教員数におけるジェンダー格差、女

性教員が都市部に集中し農村部等の遠隔地で不足していることが大きな問題としてあげられる。

タイズ州では、農村部及び沿岸部における女性教員不足は顕著で、女子生徒の就学率及び中退率

に直接つながっている。また、女性教員がいないことにより女子は学校に行かず、結果コミュニ

ティには教員資格を持つ女性教員候補者が存在しない、といった女子教育の悪循環を引き起こす

深刻な阻害要因になっている。また、タイズ州の農村部（特に山岳部）は人口が多く、1 人の教

員に対し 100 人近い生徒のクラスが多数存在し、内部効率の悪さにもつながっている。また、狭

い教室内に多数の男女生徒が勉強することに対して、両親、女子生徒の抵抗が強まる傾向にある。 
イエメンの伝統社会において、女性が家族と離れて農村部、遠隔地に教員として赴任し一人暮

らしをすることは社会的に受け入れない。従って、同一コミュニティ出身の女性を教員として採

用することがもっとも望ましいが、女性教員が元々少ない地域では男性教員を嫌って女子が学校

に行かないので、教員資格を持つ女性が育成されにくい。そこで、教員資格に満たない女性でも

教員として促成採用する短期的な方策について、教育省を始めドナー、SFD、NGO は肯定的で

あるが、財務省から新たな予算は出ず、また教員資格は既に教育法によって定められており人事

保険省等の理解が得られず、遅々として進んでいない。 
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（５）再配置及び幽霊教員対策 

 教育省は、1998 年に教員法を改定し、需要に合わせた教員の再配置を決定した。しかし、出

身地や家族のいる地域を離れ、別の地域に異動することに対して教員からは強い抵抗があり、こ

の計画は遅々として進んでいない。教育省は同一郡内の異動に限定し、インセンティブ（交通費

等）の支給の可能性を検討しているが予算不足により困難な状況である。 
 教育省人事部長によると、幽霊教員の存在は確かにあり、特に教員数が 20 名以上の比較的多

い学校で、個人的ではなく、学校長や郡教育事務所関係者による組織的な幽霊教員操作がなされ

ているとのことである（複数で幽霊教員の給与を分配している）。校長、GEO 関係者が関わって

いることから幽霊教員を見つけ出すことはかなり困難な作業である。しかし、同人事部長は実際

に 2 つの学校で幽霊教員の存在を学校長に認めさせ、正したとのことである。イエメンの教員不

足、予算不足の状況を考えると、架空の教員に支払われ、不当に利用されている給与を、教員を

必要としている地域に割り当てることは至極当然のことで、教育省・GEO による努力と改善が

期待される。 
 教育省は、2005 年中にも統計を基に全国各学校の実際の教員数と需要教員数を調べ、そこか

ら不足数と余剰数を求める調査を実施する予定とのことである。これにより、公正な教員の採用

と再配置（幽霊教員の削減も含め）に取り組みたいとしている。また、幽霊教員削減についても、

この調査結果を基に、州教育事務所（GEO）と協力して学校長及び DEO に対し継続して彼らの

責任・モラルを説いていきたいとしている。 
 
３． 教員のインサービストレーニング 

 インサービストレーニングは全国共通で、資格付与と資質向上を目的とする研修は、資格付与

と資質向上のための研修制度に 2 別できる。 

 
（１） 資格付与のための研修制度 

現在、政府は 2 種類の制度を実施している。タイズ州を例に取ると、一つ目は、現職教員で教

育ディプロマを保有していない教員を対象に、教員として 1 週間のうち 3 日間勤務している学校

で教え、3 日間タイズ市内の高等教員養成校で 2 年間学ぶと G12+2 の教員ディプロマ資格が与

えられるという制度である。また、二つ目は G12+2 の教育ディプロマを修了している教員に対

し、教職を 2 年間休職してタイズ大学内に設置されている研修センターで規定の単位を習得する

と学士号が与えられる制度である。学士号以外にも修士号、博士号（海外も含め）についても休

職して取得することが制度として認められている。 
これらの制度に関する条件として、G12+2 の教育ディプロマ資格付与制度に対しては、給与

の保障されるほか、一部の学生に対して政府からの授業料免除が与えられる。ただし、タイズ市

の教員養成校に通う通学費等の支給はない。学士号の資格付与制度に対しては、給与の一部が支

給されるのみで、授業料 40,000 リアル（2 年間）は個人負担となる。 
これらの制度への応募は資格のある者（GEO のリストに名前があれば）であれば競争なしで

受けることができるが、教員が不足している農村部等の遠隔地の学校では校長からの許可がおり

ず、実際には農村部や沿岸部の教員よりも都市部の教員により利用される傾向がある。結果、都

市部と農村部の教員のレベルに格差をうみかねない。 
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表：G12+2 の資格付与研修候補教員数と実際の登録者数 
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計画 61 61 78 33 47 47 18 30 20 21 27 12 27 26 33 20 20 20 28 20 17 11 11 0 688

実際 11 9 11 8 3 23 2 6 9 6 0 1 0 2 6 2 0 10 13 0 4 3 0 2 131  
出所：GEO in Taiz(Akram Amin 氏が英訳、筆者が和訳) 

 
表：学士の資格付与研修候補教員数と実際の参加者数 
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計画 20 25 20 30 20 30 15 25 10 5 25 2 20 10 20 10 7 10 20 15 5 4 2 350

実際 17 25 19 33 23 39 16 23 3 7 12 2 3 3 11 7 3 4 19 15 4 1 2 291  
出所：GEO in Taiz(Akram Amin 氏が英訳、筆者が和訳) 
 
（２） 資質向上のための研修 

 詳細は下記４．で述べるが、教員研修の内容は教育省の担当部署が全国一律の研修を計画し、

実施の通達及び予算の割り当てを州教育事務所(GEO)に行っている。しかし、タイズ州教育事務

所（GEO）の担当者は聞き取り調査の際、この教育省による教員研修の統一化について認識し

ておらず、研修ニーズに即した研修計画案を提出するにもかかわらず全く反映されないこと、及

び全州をカバーする予算が割り当てられないことに対して批判していた。 
2004 年は、タイズ州では合計 8 の研修が実施された。数学教員、科学教員を対象とする研修

は 2 回に分けて実施、British Council の支援による英語教員研修の実施、G1-G3 教員研修の TOT
養成研修と G1-G3 の教員研修をそれぞれ 2 回に分けて実施、学校長・副校長研修の TOT 養成研

修が実施された。この他、アデンで実施されたフランス語教員の研修にタイズからは 10 人が参

加した。 
このうち、研修に参加した理数科教員が合わせて 2,680 人、教育省で統一された 2 種類研修の

TOT、その研修参加者数は以下の通りである。 
 

表：タイズ州で実施された G1-G3 教員研修の TOT 養成研修参加者 
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計 13 14 11 21 13 10 3 36 12 7 3 143

2004.8.30-9.16に実施 2004.12.6-12.20に実施 合計

 
出所：GEO in Taiz (Akram Amin 氏が英訳、筆者が和訳) 
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表：タイズ州で実施された G1-G3 教員研修参加者 
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出所：GEO in Taiz (Akram Amin 氏が英訳、筆者が和訳) 
 

表：学校長・副校長研修の TOT 養成研修参加者数 
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（注：2005 年初旬に学校長・副校長 1,234 人の研修予定） 
出所：GEO in Taiz (Akram Amin 氏が英訳、筆者が和訳) 

 
研修実施に際し、教育省で統一化された研修（G1-G3 の教員と学校長・副校長の研修）につ

いては教育省から研修マニュアルが送られてきて、研修を実施する TOT を養成するためにマス

タートレーナーが派遣される。研修は各郡で実施校に指定されているセンター校、あるいはサ

ブ・センター校で実施される。また、研修のモニタリングには DEO だけではなく、GEO、教育

省からも inspectors が参加し、参加者及び研修内容についてモニタリングが行われている。 

 

４． 教員研修に関する国家基準整備状況 

（１）統一事項 

 教育省では GTZ（BEIP の教員研修コンポーネント）を始めとするドナーの支援を受けて、2003
年に教員研修の全国統一化を決定し、各州に通達している。通達された主要決定事項は、①マニ

ュアルの統一化、②統一されたマニュアルによるTOTの育成とそのTOTによる研修実施の徹底、

③研修経費（交通費、謝礼）の統一化、の 3 点である。 
教育省及び関係ドナー間でこの 3 点に基づいた協調・調整が取られているが、正式な対話の場

や調整を図る組織体はなく、非公式に行われているのが現状である。BEDS のタスクフォース（教

員研修）が立ち上げられれば、それが公式な組織体として教育省及びドナー間で教員研修に関す

る正式な取り決めがなされていくと考えられる。 
これまで、教育省及びドナー間で、教員研修の方向性として、G1 から G3 の教員、学校運営

者、inspectors を対象とする研修を行うとして統一のマニュアルが作成されており、統一された

内容、手法で TOT 養成及び研修が実施されている。 
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教育省及びドナー間で統一された研修内容及びマニュアルは以下の通りである。 

 研修内容・対象者 マニュアル名 作成状況 
1 G1-G3 を教える教員の研修 Part 1：TOT 用 

Part 2：研修参加者用 
作成済み 
作成済み 

2 学校長・副高校対象の研修 Part 1：TOT 用 
Part 2：研修参加者用 

作成済み 
作成済み 

3 inspectors 対象の研修 Part 1：TOT 用 
Part 2：研修参加者用 

作成済み 
作成中 

（GTZ Ms. Ilse Voss-Lengnik に筆者が聞き取り、作成） 
  
統一された研修内容及び日程は以下の通りである。 

 研修内容・対象者 研修日程 実施状況 
1 G1-G3 を教える教員の研修 Part 1：TOT 対象 12 日 

Part 2：教員対象 
第 1 フェーズ 12 日 
第 2 フェーズ 12 日 

2004 年終了 
 
2004 年終了 
2005 年予定 

2 学校長・副高校対象の研修 Part 1：TOT 対象 11 日 
Part 2：校長・副校長対象  
第 1 フェーズ 11 日 
第 2 フェーズ 13 日 

2004 年終了 
 
2005 年 2 月終了 
2005 年 8 月予定 

3 inspectors 対象の研修 Part 1：TOT 対象 12 日 
Part 2：Inspectors 対象 12 日 

2005 年予定 
2005 年予定 

（GTZ Ms. Ilse Voss-Lengnik 及び教育省の Dr. Abdul Al-Waeli, Direcotr General, Training Dept.に筆者が聞き取り、作成） 

 
 教育省による教員研修統一化の決定事項で、教育省及びドナー間調整の一環として、設定され

た研修のマスタートレーナー、TOT 及び参加者に支払われる謝礼及び交通費は以下の通りであ

る。 
 
研修場所 支払い対象者 金額 

参加者(教員) 交通費：YR300/日 同一 Sub-District 内 
クラスター校 TOT 交通費：YR300/日 

謝礼：YR700/日 
参加者(学校運営者) 交通費：YR800/日 同一郡内 

(郡の中心部) マスタートレーナー 交通費：出身地による 
謝礼：YR2000/日 

参加者(教員) 交通費：YR1500/日 同一州内 
(州の中心部) マスタートレーナー 交通費：出身地による 

謝礼：YR2000/日 
（GTZ Ms. Ilse Voss-Lengnik に筆者が聞き取り、作成） 
 

（２）教員研修を実施するドナー 

 教員研修における主要ドナーは、GTZ、UNICEF、USAID を通じた YALA 及び ADRA である。

GTZ は Basic Education Improvement Project の中で、教員研修のマニュアル作成、TOT 養成、教

員研修行っている。UNICEF も同様に Child Development Project の中で、研修用のガイドライン

作成、TOT 養成、教員研修を実施している。どちらの機関もそれぞれの対象州及び郡での研修
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に限っている。また両機関とも、州及び郡レベルで TOT を養成し、Sub-District レベルにクラス

ター制を導入し、クラスターのセンター校で TOT が対象の教員等への研修が行っている。この

ほか、USAID は NGO である YALA や ADRA を通じて北部 4 州の対象地域で女性教員を促成採

用し、教員研修を実施している。政府による教員研修は FTI（Fast Track Initiative）の予算を使い、

2004 年に全国を対象に（100％はカバーされていない）実施され、2005 年も実施予定である。未

定であるが、世銀、オランダ政府、DfID 等による BEDP による教員研修支援も 2005 年以降全国

レベルで実施される模様である。 
 
表：各ドナーの対象州 

ドナー 対象州 

GTZ Ibb, Abyan, Mareb, Hajjah：4 州 

UNICEF Ibb, Abyan, Hudaydah, Hajja, Sanaa, Lahej, Al-Mahra, Amran, Ad-Dhale：9 州 

USAID Al-Jawf, Saadah, Shabwah, Mareb：4 州（Amran も実施検討中） 

 
 

以上 
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